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DPO District Production Officer 県農業生産オフィサー 
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NDP National Development Plan 国家開発計画 
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PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス 

PO Plan of the Operation プロジェクト実施計画 

UGX Uganda shilling ウガンダシリング 

WFP Department of Water for Production 生産用水部（水省） 
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出所：https://www.mapsland.com/maps/africa/uganda/large-detailed-political-and-administrative-map-of-

uganda-with-major-cities.jpg を基に調査団作成 

ウガンダ 対象 3灌漑地区 
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出所：調査団入手資料 

アタリ灌漑地区 
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ンゲンゲ灌漑地区 
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1. 調査の概要 

1.1. 要請の背景 

ウガンダの農業セクターは同国 GDPの 24.7%1、就業人口の 62.3.%2を占めており、ウガンダの経

済において重要なセクターとして位置付けられる。しかし、ウガンダで耕作可能な土地の大部分

において換金性の低い農作物を取り扱う自給自足農業が行われており、灌漑、施肥、農薬散布と

いった改良農法の導入が少ない。また、ウガンダ農業のほとんどは天水依存のため、気候変動の

影響を受けやすく、年間を通して生産性の向上に限界がある。耕作可能面積の非効率的な利用、

機械化率の低さ、市場との繋がりの弱さにより潜在的なポテンシャルを十分に活かしきれていな

い現状にある3。このような状況の下、ウガンダ政府は、利用可能な土地と水資源を適切に利用し

て、農業生産と生産性を高め、食糧安全保障、富と雇用の創出、輸出促進に効果的に貢献するた

めの開発と実施を計画している。この政策を通して、ウガンダは、機械化と灌漑システムの導入

を通じて、自給自足型農業から商業型農業に変革することを目指している。 

ウガンダにおいて、これまでに開発された灌漑面積は約 1.4 万 ha であり、ウガンダの灌漑開

発可能面積（約 300 万 ha）の 0.5%に過ぎない。近年、安定的な農業生産の促進を目的として、ウ

ガンダ全土において灌漑施設の建設が進められており、新たに 22の灌漑施設の建設が予定されて

いる。しかし、施設建設後の維持管理については課題を抱えている現状にある。複数の関係者（政

府、民間企業、市民）が関与する灌漑分野において、ウガンダの既存の制度及び法的枠組みが灌

漑分野の抱える問題に対して十分機能しておらず、誰がどのような役割を果たすのかという、関

係者間における灌漑施設の維持管理における役割と責任が不明確であることが、灌漑能力開発に

向けた国家的な取り組みに影響を及ぼしている4。また、ウガンダでは農家組織である水利組合が

末端灌漑施設の操作運営／維持管理を行うよう定められており、行政は水利組合運営に係る監督

及び技術支援を行うことになっている。しかしながら、農家に対して灌漑施設の効率的な活用及

び持続的な維持管理体制の構築を図る技術支援を実施するための行政の知見経験が不足している。 

上記の現状を解決するため、我が国はウガンダ政府の要請に基づき開発計画調査型技術協力「ウ

ガンダ中央部・東部地域灌漑地区開発計画プロジェクト」（2014 年～2016 年）を実施した。その

結果をもとに、単位面積当たりの農業生産性の比較優位性があるアタリ地区を対象に無償資金協

力「アタリ流域地域灌漑施設整備計画」（2018 年～2026年）を通じた灌漑施設整備を実施、「アタ

リ流域地域灌漑施設維持管理能力強化プロジェクト」（2021 年～2026 年）により、水利組合の設

立や水利組合員への能力強化を行い、灌漑施設が建設された際に円滑に農家主体で施設の維持管

理ができる体制の基盤を形成した。 

 
1 Uganda Bureau of Statistics 2023/24: uganda profile - Uganda Bureau of Statistics  
2 National Population and Housing Census 2024: National-Population-and-Housing-Census-2024-Final-Report-Volume-1-

Main.pdf   
3 Strategic Direction for the National Development Plan IV 2025/26-2029/30: Approved-Strategic-Direction-for-the-Fourth-

National-Development-PlanNDPIV.pdf 
4 National Irrigation Policy 2017: Uganda-National-Irrigation-Policy.pdf 

https://www.ubos.org/uganda-profile/
https://www.ubos.org/wp-content/uploads/2024/12/National-Population-and-Housing-Census-2024-Final-Report-Volume-1-Main.pdf
https://www.ubos.org/wp-content/uploads/2024/12/National-Population-and-Housing-Census-2024-Final-Report-Volume-1-Main.pdf
https://www.npa.go.ug/wp-content/uploads/2025/01/Approved-Strategic-Direction-for-the-Fourth-National-Development-PlanNDPIV.pdf
https://www.npa.go.ug/wp-content/uploads/2025/01/Approved-Strategic-Direction-for-the-Fourth-National-Development-PlanNDPIV.pdf
https://nrep.ug/wp-content/uploads/2025/01/Uganda-National-Irrigation-Policy.pdf
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係る状況下、ウガンダ政府は、現地の状況に応じた水利組合を中心とする農家主体での灌漑施

設維持管理を目指し、実践的な灌漑維持管理システムを構築するために「アタリ流域地域灌漑施

設維持管理能力強化プロジェクト フェーズ２」（以下、本プロジェクト）の実施を我が国に要請

した。 

 

1.2. 調査の目的 

本詳細計画策定調査は、本プロジェクトに係る、計画枠組み、実施体制、成果と活動等を整理

した上で、プロジェクトの内容を確認・協議し、プロジェクトに関わる合意文書（M/M）締結を

行うとともに、事前評価を行うことを目的とする。 

なお、本プロジェクトは現行フェーズの終了（2026年 2 月）後、速やかな開始（2026 年 3 月）

を想定している。他方無償資金協力事業は 2024 年度 10月に着工を開始し、当初の予定では 2025

年度 11 月後半にブランブリ県側の工事が完了し、12 月から操業を予定していたが、頭首工付近

の地盤が軟弱であることが判明したことで、当初の予定より配水開始の遅れが見込まれている。

デモ圃場への配水見込みは現時点で 2026 年 5月とされている。そのため無償の進捗を鑑みてプロ

ジェクト開始時期や活動を検討する。 

 

1.3. 調査団員の構成 

 本調査は下表の団員構成で実施された。 

 担当事項 氏名 所属、職位 

1 総括 山﨑 潤  JICA経済開発部農業農村開発第二Ｇ第四Ｔ課長 

2 
技術参与１ 渡邉 紹裕 

京都大学 名誉教授・特任教授 

気候変動リスク分析評価 

3 
技術参与２ 杉浦 未希子 

上智大学 教授 

気候変動に適応した参加型水管理 

4 
参加型水管理 平林 秀紀 

JICA 経済開発部 

技術審議役 

5 
協力企画  辻 愛友 

JICA 経済開発部農業農村開発第二Ｇ第四Ｔ 

ジュニア専門員 

6 評価分析  白井 和子  個人コンサルタント 

 

1.4. 調査日程 

 詳細な調査日程については、付属資料 3を参照のこと。各調査の概要は以下の通りである。 

 

2. ウガンダ国における灌漑開発 

JICA が実施を予定している本プロジェクトの協力計画合意形成に向け、ウガンダ国の灌漑開発

に係る情報を以下のとおり整理した。 
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2.1. 政策 

2.1.1. 国家開発政策 

ウガンダにおける長期的な国家開発方針は、「Uganda Vision 2040」により示されており、同ビ

ジョンは「30年以内に小規模農業社会から近代的で繁栄した社会への移行」を国家目標として掲

げている5。 

ウガンダ政府は、上記 Uganda Vision 2040 の実現に向け、5年ごとに国家開発計画を策定して

いる。その第 3次中期計画が、「国家開発計画 III（National Development Plan III: NDPIII）

6」であり、対象期間は 2020/21 年度から 2024/25 年度までである。NDPIII は、「持続可能な工業

化による包括的成長、雇用、富の創出（Sustainable Industrialization for inclusive growth, 

employment and wealth creation）」を基本方針として掲げており、農業を経済成長と雇用創出の

中核セクターとして位置づけている。農業の商業化、生産性向上、バリューチェーンの強化が、

同計画の主要な戦略目標の一つとなっている。特に、農業分野では以下の 4点が強調されている： 

  1. 農業生産性および生産量の向上 

  2. 戦略的バリューチェーン（米・トウモロコシ・乳製品・果樹など）への重点投資 

  3. 農業インフラ整備（灌漑、道路、倉庫、冷蔵施設等）の強化 

  4. 政策実行能力の強化（MAAIF および地方行政機関の制度的・技術的強化） 

これらの中で、灌漑の推進は極めて重要な要素として再定義されており、特に小規模農民を対

象としたマイクロ灌漑プログラム7の実施、地方レベルでの施設整備、農業水利用に関する制度整

備等が盛り込まれている。また、NDP III では、民間部門との連携による農業機械化や、農業研

究・普及サービスの強化を通じて、技術革新と持続可能な生産体系の確立を図ることが求められ

ている。農民グループの組織化、信用・金融制度へのアクセス向上などもあわせて、農村の経済

基盤強化が包括的に推進されている。 

なお、本計画は前計画である NDP II（2015/16–2019/20）の成果と課題を踏まえた上で策定され

ており、農業・観光・鉱物資源・インフラ・人的資本の 5 大重点分野の戦略が継承・発展されて

いる。NDP IIIの後継として、2025/26 年度から開始される「国家開発計画 IV（NDP IV）8」が全

政 NDP IV における農業分野の戦略として、農業の工業化（Agro-industrialization）が挙げら

れ、以下 2点が戦略として記載されている9。 

 
5 Uganda Vision 2040: National Planning Authority （NPA）, p.1–5, chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.greenpolicyplatform.org/sites/default/files/downloads/policy-

database/UGANDA%29%20Vision%202040.pdf） 
6 National Planning Authority （2020）, Third National Development Plan （NDPIII） 2020/21–2024/25, pp. 17–22. 

https://www.npa.go.ug/wp-content/uploads/2023/03/NDPIII-Finale_Compressed.pdf 
7 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/09/14/uganda-micro-scale-irrigation-program 
8 Ministry of Finance, Planning and Economic Development （2024）, Fourth National Development Plan （NDPIV）, 

Chapter 4. https://www.finance.go.ug/media-center/news-and-updates/presentation-fourth-national-development-plan-ndpiv-

parliamentary 
9 MWE からの聞き取りによる。 
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⚫ 農業を輸出商品化と商業化へ誘導し、食料安全保障と所得向上を両立。 

⚫ 小農へのクレジット・資材供給支援や技術移転（機械・デジタル技術含む）がアクセラレ

ーター施策として計画に組み込まれる  

 ウガンダ国財務計画経済開発省（MoFPED）の戦略計画（2025–2030）では、NDP IV の各目標が中

期財政枠組みに反映されており、デジタル＆ガバナンス改革と農業・産業化の両輪による 10倍成

長戦略を実践する構図である10。 

 

2.1.2. MAAIF（農業畜産水産省）戦略計画 2020/21–2024/2511 

農業セクター戦略計画（Agriculture Sector Strategic Plan: ASSP 2015/16–2019/20）の後継

にあたるMAAIF戦略計画は、持続可能な農業の推進と農業の商業化、さらにはNDPIIIおよびUganda 

Vision 2040 の目標達成に資する中期的戦略である。MAAIF 戦略計画（2020/21–2024/25）では、

以下のような重点施策が掲げられている： 

 - 灌漑の拡充（マイクロ灌漑プログラムの強化、小規模農家への設備供与） 

 - 農業機械化の促進 

 - 農業普及サービスの強化 

 - 戦略的バリューチェーン（米、トウモロコシ、果樹、乳製品等）の強化 

 - NARO との連携による農業研究・技術移転 

 - 農業金融・保険制度の改善と農民グループ支援 

これらの施策は、ASSP が掲げた方針を継承しつつ、国家開発計画 III（NDPIII）における“農業

工業化プログラム”の柱として再構築されたものである。本戦略はまた、NDPIV（2025/26–2029/30）

への橋渡しとしても機能し、農業セクターの長期的成長と競争力向上に向けた制度的・技術的基

盤の強化を目的としている。 

 

2.1.3. 稲作開発政策 

ウガンダは、日本が他ドナーとともに推進するアフリカ稲作振興のための共同体（Coalition 

for African Rice Development：CARD）の第 1対象グループ国に属している。CARD が主導する国

家コメ開発戦略（National Rice Development Strategy ：NRDS） の第一フェーズが 2018年に終

了し、NRDS IIは、米の生産性・商業化を推進する中期戦略として 2023年 6月に策定された。NRDS 

II のビジョン･ゴール・目標は、それぞれ表 1のとおり設定されており、246,000MT（2018 年）

12から、2030年までに少なくとも 663,000MT に倍増する目標が掲げられている。 

 
10  Ministry of Finance, Planning and Economic Development, Strategic Plan （ 2025-2030 ） , chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.finance.go.ug/sites/default/files/2025-

07/Strategic%20Plan%202025-2030.pdf?utm_source=chatgpt.com 
11  MAAIF Strategic Plan 2020/21–2024/25, https://www.scribd.com/document/555074254/MAAIF-Strategic-Plan-1-
1?utm_source=chatgpt.com 
12 未精米 
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同 NRDS IIでは、灌漑の整備・水管理制度の整備・技術導入を主要戦略として据えている。特

に安定的な水供給が生産性と収益性向上に直結するという前提の下、小規模農業者を対象とした

灌漑施策が中心になっている点が特徴的である。本プロジェクトは、特に目標 i および v との関

係が深い。 

表 1ウガンダ国の NRDS II 

項目 内容 

ビジョン 競争力があり、持続可能で包摂的な稲作産業の実現 

ゴール ウガンダの稲作産業の競争力を高め、食料自給と稲バリューチェーン関係者

の生計向上を図る 

目標 i. 稲の生産量、生産性、収益性を向上させること 

ii. 収穫・収穫後の取り扱いおよび付加価値の向上 

iii. 稲市場へのアクセス改善 

iv. 稲作のための持続可能な自然資源管理の促進 

v. 稲作産業における関係者の連携強化 

出典：NRDS II 

 

2.1.4. NRDSおよび NRDS2への JICA支援 

 NRDS を支援するかたちで、JICA は 2011 年以降、段階的に稲作支援プロジェクトを展開してお

り、2025 年 7月現在に至るまで以下 3つのフェーズが実施されている。 

 

表 2 JICA による NRDS および NRDS2 支援プロジェクト 

プロジェクト名 期間 主な取組内容・特徴 

PRiDe I 

（稲作振興プロジェクト第 1

フェーズ） 

2011 年 ～

2019年 

・NRDS初期の実施支援 

・NaCRRIとの連携による技術開発 

・研究・普及体制の整備 

・品種開発や栽培技術の基礎普及 

PRiDe II 

（稲作振興プロジェクト第 2

フェーズ） 

2019 年 ～

2024年 

・ムソメサ（Musomesa）方式を活用した稲作技術

の普及 

・ZARDI/NaCRRI と連携した種子生産体制の強化 

・灌漑、営農機械、営農支援制度の充実 

Eco-PRiDe 

（持続的なコメ振興プロジ

ェクト） 

2024 年～現

在 

・気候変動対応型の稲作普及 

・Musomesa Field School の制度化・拡大 

・環境配慮型技術、バリューチェーン強化の推進 

 

2.1.5. 灌漑政策および灌漑水利組合にかかる政策・規則 

（１）国家灌漑政策（英名：National Irrigation Policy） 

 2018 年に MAAIF および水環境省（MWE）の両省によって承認された政策であり、現在も機能して

いる。政策目標および優先課題が以下の通り示されている。 

 

政策目標： 

1）灌漑用水を持続的に利用する。 
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2）食の安全保障や富の創出に貢献できる作物生産、生産性および収益性を向上させるために効率

的な水利用を実現する。 

 

政策ターゲット（指標）： 

2040 年までに新たに 150 万 ha の灌漑用地を設ける。なお、150万 ha は国内灌漑ポテンシャル

用地の 50％に相当する。 

 

政策優先課題： 

本灌漑政策が優先すべき課題対象は、以下の 6項目である。 

1）官民およびその他のプレーヤーによる灌漑開発への投資を促進する。 

2）灌漑計画、開発および管理のための総合的水資源管理アプローチを促進する。 

3）灌漑開発計画が技術性、経済性、社会性、環境において実現可能かつ持続可能なものとする。 

4）効率的な水利用および灌漑スキームの機能を確保できるように、全ての階層において、灌漑施

設に関する調整、計画、開発、管理に必要な組織能力を強化する。 

5）灌漑に関する研究、技術革新、技術支援サービスの発展および利用を促進する。 

6）灌漑用水を最適利用し、作物、家畜、水産の多様化、生産、生産性の向上を促進する。 

 

本政策が示している MAAIFと MWEの役割について農業施設・機械化・農業生産水利局（Department 

of Agricultural Infrastructure, Mechanization and Water for Agricultural Production：

DAIMWAP）および MWE について確認した。両省とも、On farmは圃場内、Off farm は圃場外という

定義のもと、各省の担当分野は原則として MAAIF が On-farm、MWE が Off-farm を担当すると認識

している。しかし、実務上は、MWEが On farm の業務内容まで行っている灌漑地区もあり、施設建

設後は MAAIF に主管が移るべきであると MAAIF は主張している。MWE は MAAIF の組織的な脆弱性

からそのようにせざるを得ない、と主張しており13両省の役割分担が曖昧であり、灌漑スキームの

維持管理に関する責任体制に混乱が生じていることが改めて確認された。 

 

表 3 MAAIFと MWE の灌漑開発にかかる役割 

MAAIF MWE 

（役割・担当事項） 

 On farm インフラの計画、開発； 

灌漑用水の有効利用、作物栽培に資する中大規

模の灌漑開発業務を担当する 

（役割・担当事項） 

 Off farm インフラの開発； 

中大規模の灌漑開発による大量の水移動の業

務を担当する 

 On farm インフラの運営管理を支援する  Off farm インフラの運営管理を支援する 

 農業用水の利用および管理に関する規制、

灌漑基準、実施ガイドラインを作成、レビ

ューする 

 国家水資源アセスメント、水管理、水資源

計画、分配、規制を担当する 

 
13 DAIMWAP、MWE への聞き取り 
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出所：National Irrigation Policy 

 

２）国家水政策（英名：National Water Policy：NWP, 1999） 

 本政策は、水資源の管理から飲用水、下水、農業用水等、水利用・管理にかかる幅広い領域を

網羅しており（所管は MWE）、2025 年 7月時点で改定中。今年以内に最終化されるまでは NWPは有

効である14。 

 同政策の第 6 章「農業生産のための水」において、「（農業用水）管理および持続性」の項が設

けられており、同項で灌漑施設にかかる利用や運営維持管理にかかる体制の記載がある。主たる

要点は以下のとおり。 

 

表 4 灌漑施設にかかる利用および運営維持管理にかかる体制 

項目 内容 

MAAIFと MWEの役

割 

 【MAAIF】MAAIFは灌漑施設の利用にかかる計画、指導、監督および運営

モニタリングの責を負う。 

 【MWE】MWE は水利施設の計画、設計、建設、運営管理について技術的な

アドバイスを行なう。また、水資源のアクセス、利用、保護にかかる全体

的な方向性に関するアドバイスを行なう。 

灌漑水利組合の

設立 

 灌漑利用者は灌漑水利組合15を設立しなければならない。組合設立に際し

ては組合法（By-laws of Associations）に基づき MAAIF の承認を得る。 

 MAAIF 大臣と灌漑水利組合はパフォーマンス契約を締結する。パフォー

マンス契約において、施設・責任のオーナーシップ、灌漑水利組合が有

する土地、施設、契約期間等を規定する。 

灌漑水利組合の

責任 

 灌漑水利組合は施設の運営管理に責任を持ち、政府の監督を受ける。メ

ンテナンスや修理のために灌漑水利組合はファンド（料金）を徴収する 

 灌漑施設が政府資金によって建設された中大規模施設の場合、施設のオ

ーナーシップは政府に維持される。しかし、施設の運営管理そのものは

パフォーマンス契約に基づき、灌漑水利組合に委ねられる。 

 （２）水利組合ガイドライン（英名：Water Users’ Association General Guideline, 2021）

案 

 このガイドライン案は、本プロジェクトのフェーズ 1 の成果 3 として、本ガイドラインがドラ

フトされ、現在 DAIMWAP により最終確認中である16。本ガイドラインはウガンダ全国で構築された

灌漑施設の持続的運用と管理の制度基盤を確立するために作成されたものであり、農家による水

資源の公平かつ効率的な管理を推進する灌漑水利組合（Irrigation Water Users’ Association：

IWUA）の設立と運用を支援する内容で構成されている。 

 

１）主な目的（Purpose and Objectives） 

1. IWUA の法的存在の確立に向けた指針を提供 

 
14 MWE への聞き取り。 
15 厳密には User Association と記載されており、Water Users Association の名称は使われていない。 
16  ガイドラインはウガンダ側が主導して作成中。2025 年 7 月時点で、DAIMWAP 局長は承認手続きを進めるよ

う部下に指示をしている。 
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2. 組織構成（総会、委員会、職員）の役割・権限の明確化 

3. 規約、定款、組織構造の策定指針 

4. 関係者の利害関係の整理と調整手法 

5. 紛争解決と対立管理の手続き 

 

２）灌漑に関する中核内容（抜粋） 

① 灌漑施設の管理運営： 

・IWUA は非営利かつ正式に登録された農民組織として、割り当てられた区域の水供給、施設保

守、費用回収を担う。 

・サービス地域を定め、他の IWUA との重複を排除。 

・小規模〜中規模灌漑設備を対象とし、自主運営と費用回収を重視。 

 

② 管理体制と組織構造： 

・最高機関は総会（General Assembly）、日常管理は運営委員会（Management Committee）が担

当。 

・運営委員は 5〜11名で構成される。 

・会員は 1人 1 票を有し、透明な選挙で構成される。 

 ③ 水利サービス契約と費用回収： 

・サービス提供者と 5年以上の契約を締結し、水供給と管理を委託。 

・サービス料金は水使用量または土地面積に比例し、会員と監督機関が関与。 

 

 ④ インフラ引渡しとユーザー権： 

・既設の灌漑インフラは使用権付きで IWUA に移管可能。 

・User Right Certificate の発行制度あり。 

・土地利用に関する補償と合法取得手続きを規定。 

 

３）運用と紛争解決 

・年次報告および財務報告を義務付け。 

・監督機関が不正調査と管理委員会の解任を実行可能。 

・IWUA 内に紛争処理委員会の設置が義務づけられ、1か月以内の不服申立てが可能。 

 

４）特筆すべき原則（Guiding Principles） 

・持続可能性：共同資源の長期的な維持 

・完全費用回収：O&M コストの全額回収 

・オーナーシップ：地域住民の責任意識強化 
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・透明性と説明責任：民主的な意思決定構造 

・公平性と平等：水資源配分と会員権利の平等 

・ジェンダー配慮：女性の意思決定参加を推奨 

このガイドラインは、国家灌漑政策（2018）および国家水政策（2019）と連動しており、農業灌

漑事業の長期的持続性と費用対効果の向上を狙う制度的枠組みである。水利用者の自立的な組織

運営を支える法的・運用的基盤が整備されたことで、灌漑スキームの崩壊防止、農業生産性、地

域レジリエンスの向上が期待される。 

 

2.2. 政府の体制 

2.2.1. 農業畜産水産省 

（１） 農業畜産水産省（MAAIF：Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries） 

農業畜産水産省（以下、MAAIF）はウガンダ国の農業分野全体の行政を管轄している。本プロジ

ェクトの実施機関となる農業施設・機械化・農業生産水利局（DAIMWAP）のほか、作物生産局、普

及局、計画開発局等を有している。本プロジェクトではこれら MAAIF の部局も直接・間接的に連

携が図られる。 

各部の人数は以下の通り。DAIMWAP は 2019 年時の 29人から 26人に減員している。 

表 5 MAAIF組織概要 

局 部 人数 

畜産資源局 畜生産・マーケティング部 126 

 畜産衛生・昆虫学部* － 

 獣医登録・実施部 － 

作物資源局 作物生産部 15 

 作物保護部 20 

 作物検査・認証部 45 

水産資源局 農業管理・開発部 10 

 水産物捕獲・市場部 10 

 規制・コントロール部 40 

農業普及サービス資源局 普及・技術管理部 20 

 農業投資・企業開発部 20 

‐ 農業計画部 35 

農業施設・機械化・農業生産水利部 26 

財務・行政部 70 

人材資源部 21 

出典：MAAIFからの質問票回答を基に調査団作成。 

 

ウガンダ政府の 2024/2025 予算年度の国家予算は表 6の通り。開発予算の 61.5%が外国援助によ

るものである。 
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表 6 ウガンダ政府 2024/2025 年度予算額 

予算分類 予算額（UGX）（全体の割合） 

計上 18.74兆（26.0%） 

開発 15.58兆（21.6%） 

法定支出17 37.82兆（52.4%） 

 

主要分野のうち、農業-工業化分野は 1.878兆ウガンダシリングで、国家予算全体の約 2.6％と

極めて低い割合である18。 

 

（２） 農業施設・機械化・農業生産水利局（DAIMWAP） 

本プロジェクトの実施主体となる部署は、農業施設・機械化・農業生産水利局（Department of 

Agricultural Infrastructure, Mechanization and Water for Agricultural Production：DAIMWAP）

であり、事務系を除く技術系職員 22名を擁している（2025年 7月時点）。 

 

表 7 DAIMWAP の人員構成 

役職名 人数 

コミッショナー 1 

アシスタント・コミッショナー  1 

プリンシパル・エンジニア 3 

プリンシパル農業オフィサー 2 

シニア農業オフィサー 1 

シニアエンジニア 10 

エンジニア 4 

事務員 4 

                             合計 26/30 

＜プロジェクトスタッフ＞  

契約技術者 10 

技術補助 5 

機械技術者 4 

トラクターオペレーター 37＋4 

トラック運転手 12 

補助員 26 

＜短期研修受け入れ＞  

大学院レベル技術者 13 

出所：DAIMWAP 提供資料 

 

 図 1 で示すとおり、DAIMWAPの予算額は他の MAAIF の他局と比して大きい。これはインフラ関

 
17 法廷支出（statutory expenditure）とは、予算法、議会の決議により承認された補正予算案、または本法第 12 条

に基づき承認された支出を除く、憲法または本法その他の法律により一般会計に計上される支出をいう。（公共財

政法。） 
18 “Review of National Budget 2024/2025”JICA 専門家提供資料 
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連のドナープロジェクトを同局が所管しているためと考えられる19。しかし、畜産資源局の

2024/2025 年度の外部予算が突出している理由ははっきりしていない。 

 

出所：JICA専門家資料 

図 1 MAAIF上位 5 局の予算（計上予算除く） 

 

（３） 関連政府組織 

１） 国立作物資源研究所（National Crops Resources Research Institute：NaCRRI） 

NaCRRI は、農家ニーズを反映した技術開発・品種改良に取り組む中核研究機関であり、気象部

とは気候情報に基づく技術開発の「共創（Co-production）」体制を構築中である。本プロジェク

トとの関連では、適正な播種時期の判断や、技術カレンダーへの気象情報活用が NaCRRI との連携

分野として想定される。 

 

２） 地方政府（District Local Government：DLG）  

地方（県）政府は、各灌漑地区での普及、施設管理の実施主体である。郡（Sub-County）の普

及員（AO）は県の指揮下にある。本プロジェクトに関連する県は、ブランブリ、クウェーン、ブケ

デア県である。 

① ブランブリ県 

ブランブリ県は東部ウガンダに位置し、23 のサブカウンティと 3つのタウンカウンシルを有す

る農業中心の県である。県の農業関連職員体制は比較的整備されており、農業、畜産、灌漑、普

及の各分野で担当官が配置されている20。アタリフェーズ 1プロジェクトのアタリ灌漑地区では 1

つの IWUA（設立者段階）が存在し、施設管理に向けた条例（By-Law）も作成済みである。灌漑施

設の維持管理技術に関する研修も複数実施されている。IWUA は By-Law 作成に関与し、制度整備

への意識向上が見られた21。 

 
19 同上 
20 ブランブリ県向け JICA 質問票回答 
21 ブランブリ県への聞き取り 
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 一方、同県およびブケデア県にまたがるシロンコ・アチョマイ灌漑地区では、リーダー間の調

整不足、農家の所有意識の弱さ、種子選択や運用面での知識不足などが課題であり、施設破損や

水利費の未徴収といった問題が顕在化している。また、土地の所在がブケデア県にありながら、

多くの農家はブランブリ県に居住しているため、県を跨いだ指導や運営の不整合が課題となって

いる。県内では女性や若者の参画促進に一定の配慮があるものの、災害対応のための予算や制度

は十分とは言えない。2020 年および 2022 年には大規模洪水が発生し、政府は避難と支援を実施

したが、気候リスクへの対応策や災害時の特別支援策は限定的である。 

 

② クウェーン県 

クウェーン県は 15 のサブカウンティと 4 つのタウンカウンシルを抱える高地農業地域であり、

アタリとンゲンゲの 2 つの主要灌漑地区を有する。農業関連人材は限定的で、灌漑に関しては農

業技師やコミュニティ開発担当官も含めた体制は脆弱である22。アタリではフェーズ 1を通じ IWUA

の設立と By-Lawの制定が進められ、農家の参加意識も徐々に向上している、参加型アプローチが

効果的であったと認識しており、灌漑施設を介した農民協働も見られるようになってきたと評価

している。 

 一方で、ンゲンゲでは三次水路の機能の脆弱さ、水不足、水利費未納、土地の均平化不足、農

家間の技術格差といった課題が重なっている。夜間の水利用トラブルや施設の破壊、地域間の水

争いも発生しており、管理能力とモニタリング体制の強化が求められている23。気候変動の影響も

大きく、2020 年と 2022 年には大洪水が発生し、干ばつとあわせて深刻な農業被害が出た。県政府

は災害対応を行っているが、早期警報体制や貯水池の整備、施設の耐災性強化などが引き続き必

要である。 

 クウェーン県ではマーケティングやポストハーベスト支援のニーズが確認され、特に共同倉庫

や精米施設の整備、農協機能の強化が期待されている。今後、本プロジェクトでは行政職員の一

層の能力強化、灌漑管理の改善、女性や若者の参画促進、他県との協調体制の確立が鍵となる。 

 

③ ブケデア県 

シロンコ・アチョマイ灌漑地区の耕作地の大部分はブケデア県内に所在する一方、農家の多く

はブランブリ県に居住している。そのため、農業普及や指導体制、灌漑施設の運営・維持管理（O&M）、

IWUA の支援責任を巡って、県をまたぐ曖昧な運営体制が続いている。運営体制に問題はない、と

の DAIMWAP の見解があるが、ブケデア県は灌漑稲作に対して消極的で、会議への参加も限定的と

の指摘24があり、ブランブリ県側に運営や技術支援の負担が偏っているのも事実といえる。 

2023 年には臨時 IWUA が設置されたものの、MAAIF の方針により活動は中断され、正式な組織設

 
22 クウェーン県向け JICA 質問票回答  
23 クウェーン県への聞き取り 
24 ブランブリ県 AE(Agricultural Engineer)、担当 AO への聞き取り 
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立や By-Lawの整備、水利費徴収制度も未整備のままである。施設の運営は中央主導が継続してお

り、地方政府の役割は限定的である。さらに、現時点で灌漑施設は物理的にはほぼ完成している

が、本格稼働はこれからであり、稲作開始や IWUAの正式機能化、O&M 体制構築は今後段階的に進

めていく必要がある。 

このような条件を踏まえ、本プロジェクトではブケデア県を公式なカウンターパート（C/P）と

して明確に位置づけ、IWUA の正式設立と By-Law 整備の支援やブケデア県職員への O&M 研修の実

施を通じて本プロジェクトに巻き込むことが期待される。 

 

2.2.2. 水環境省（Ministry of Water and Environment：MWE） 

（１） 本部 

本調査において、MWE 本部は、National Water Policy および National Irrigation Policyの

改訂中であり、現行制度の下でのプロジェクト評価が必要であると強調している。MWEは特に地方

政府の能力不足と、維持管理に関する制度不備に懸念を示した。 

 MWEが現在管轄しているンゲンゲ灌漑地区では灌漑施設の維持管理責任の所在が不明瞭であり、

水利費の徴収に対する農家の理解も不十分であるとの見解を表明している。そのうえで、灌漑事

業の民営化を含む将来的な展望や、中央・地方政府間の役割明確化を主張し、本プロジェクトに

おいては MWE を MAAIF と並ぶ協力機関としての位置付けを希望した。 

 

（２） ムバレ事務所 

 MWE ムバレ事務所は、ンゲンゲ灌漑地区および Doho 灌漑地区を所掌する中間事務所であり、MWE

本部からの監督のもと、県行政および郡（Sub-county）の普及員（Agriculture Officer：AO）と

協働体制をとっている。これら関係者と四半期ごとのレビュー会議も実施している。 

 ンゲンゲ灌漑地区では 2025 年 6 年 47 人のブロックリーダーが農家主体で選出され IWUA およ

び灌漑システム運用者（ISO）が連携して活動を開始した。ただし、IWUA はなお脆弱で、農家のマ

ーケティング能力や維持管理意識は低く、気象情報も得られていないとの課題が指摘された。 

ムバレ事務所は 2025年 7 月時点で、アフリカ開発銀行（AfDB）支援による MWE予算で 11名の

Irrigation System Operator（ISO）を雇用中であり、将来的には IWUAによる直接雇用が望まれ

るとの見解を示した。 

 

（３） 気象局 

 MWE 気象局（Department of Meteorological Services）は、国の気象・気候関連政策を担う機

関として National Climate Change Policy（2015）および Disaster Risk Management Act（2021）

に基づき、気象サービスを提供してきた。現在は MWE の一部局として国家枠組み（National 

Framework of Climate Services）も策定中であり、農業・水資源分野との連携強化を進めている。 
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本プロジェクト対象地に近いブケデアおよびブランブリステーションは稼働中で、10年間の降

水・気温データを保有している（有料提供）。一方で、県政府レベルでは気象職員が配置されてお

らず、情報伝達に課題がある。気象部は MAAIF、MWE、県行政と連携し“Co-production”の概念に

基づく気候情報を提供しており、農業への技術研修にも協力可能な姿勢を示した。 

 

2.3. 他の援助機関の動向等 

本プロジェクトの対象灌漑地区において支援を行っている農業関連ドナーの概要は、表 8に示

すとおりである。 

表 8 ウガンダにおける農業関連ドナーの活動概要と本プロジェクトとの関係 

ドナー プロジェクト名 活動概要と本プロジェクトとの関係 

AfDB Farm Income 

Enhancement and 

Forest Conservation 

Programme – Project 

2（FIEFOC II） 

（2017/10～

2020/11） 

 

実施機関：MWE 

1.小規模灌漑スキームの建設と改善 

・約 15カ所の灌漑スキーム（ンゲンゲ、Doho II など）に対

する施設整備 

・IWUAの組織化と O&M 能力強化 

2.農業技術とバリューチェーンの支援 

・農家への営農技術研修（作付計画、節水農法、気候対応栽培

技術）、市場アクセス、保管・流通の改善 

3.森林保全・再植林活動 

・国有林の保全・再生、地域住民による参加型管理 

4.気候変動対応と環境保護 

・生態系へのインパクトを考慮した自然資源管理の促進 

★ンゲンゲ灌漑施設：FIEFOC II の対象の一つ 

Agriculture Value 

Chain Development 

Program （AVCDP） 

（2018/12～2025/6） 

 

実施機関：MAAIF 

 

1.インフラ整備 

・倉庫、乾燥場、アクセス道路、灌漑施設の補完整備 

・機械貸与（トラクター等）や農業機材の供与 

2.バリューチェーン支援 

・加工設備（精米、冷蔵、搾油など）の整備 

・マーケティング研修、価格情報提供 

3.農民組織の強化 

・農協・グループの登録支援、法人化促進 

・金融アクセス支援（マイクロファイナンス、クレジット指

導） 

4.能力強化・技術移転 

・農業技術研修（栽培管理、機械操作、収穫後処理など） 

・普及員（AO, コミュニティ開発オフィサー：CDO）や行政官

への研修 

・ジェンダー、若者支援 

5.女性農民の技術研修、マーケティング支援 

・若年層のアグリビジネス参入促進 

★シロンコ・アチョマイ灌漑地区：農業用インフラ（倉庫、

Dry Yard 等）の整備や種子生産・栽培支援が進行中。MAAIF本

省は現地に Central Management Body （CMB）スタッフを配置

し、O&Mの強化を図っている。本プロジェクトとの連携に前向

きで、現場支援のための拠点提供も表明。 

世銀 Irrigation for 

Climate Resilience 

気候変動に対応可能な灌漑インフラの整備、農民の灌漑運営

管理能力の強化、女性・若者の参加促進、地域に適した灌漑・
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Project（ICRP） 

2021〜2027（予定）25 

実施機関：MWE 

土地利用計画の策定を目的とする。 

★ンゲンゲ灌漑地区：ICRPフェーズ 2の支援対象候補とされ

ている（整備済のンゲンゲ灌漑地区周辺での新規造成含む） 

★アタリ灌漑地区：降雨不安定地帯の一つとして気候リスク

灌漑候補地に挙げられている。隣接地域での新規小規模スキ

ーム設計が検討中。 

★シロンコ・アチョマイ灌漑地区：直接の整備対象ではない

が、「今後の候補地域」として位置づけられている。 

出所：質問票への回答、聞き取りおよびウェブサイトに基づき調査団作成 

 

2.4. 事業対象地概況（アタリ、ンゲンゲ、シロンコ・アチョマイ） 

 本プロジェクトが対象とする３つの灌漑地区の概要は以下の通り。 

（１） アタリ灌漑地区（Atari Irrigation Scheme） 

１） 地域の概要と背景 

アタリ灌漑地区は、ウガンダ東部のブランブリ県およびクウェーン県にまたがる灌漑地域であ

り本プロジェクトのフェーズ 1 が展開されている。 

対象地域は降雨依存型農業からの脱却と農家の生計向上を目的に、稲作を中心とした持続的な

農業活動の実現が目指している。 

 

２） 施設整備と稼働状況 

2025 年 7月時点で、灌漑施設の完成には至っておらず、農民は河川水を木材や砂袋で引き込

む原始的な方法での灌漑を行っている。多くの農民が水量不足や水路の詰まりなどにより、十分

な灌漑ができない状況が続いている。 

一部農民は週 1〜2回の給水を行っているが、Action Aid が設置した取水口の破損、耕地整備

不良、水路の閉塞等が水不足の原因となっている。 

 

３） 運営・管理体制と制度整備 

IWUA は地域農民による参加の下で設立され、会合や研修も行われているが、規則の理解や水利

費の徴収についてはフェーズ 2 で定着を促進する。数名の農民は IWUA 規約を理解しているが、全

体への浸透は不十分であり、リーダー層への支援と研修の継続が求められる。アタリ灌漑地区の

IWUA は農民主体で設立され、複数回の会議や研修が実施されてきた。参加農民の大半は IWUA の

存在意義・目的を認識しており、会議出席やムソメサ（Musomesa、農家トレーナー）からの技術

指導も受けている。しかし、水利費の徴収制度は未整備で、今後の制度に基づく実践が必要とさ

れている。農民からは、IWUA の意思決定への農家参加の拡大、指導層の報酬確保、活動支援の継

 
25 出所：1. World Bank （2021）. Project Appraisal Document for the Irrigation for Climate Resilience Project （PAD3895）. 

2. Ministry of Water and Environment, Uganda （https://www.mwe.go.ug）. 3. JICA 資料および現地議事録（2025 年 6 月

〜7 月） 
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続などが要望されている。 

DLG（地方政府）は、モニタリングや指導を行う立場で、IWUAの定着や運営改善、行政官の能力

向上に努めているが、中央政府のガイドライン整備が遅れており、制度確立に時間を要している。 

 

４） 農家・農地と栽培技術 

稲作農家の多くは 1 期作で、わずかに 2 期作の農家も存在している。主な栽培品種は SUPA で、

他にトウモロコシ、大豆、キャッサバ、ヒマワリ、バナナなどが併作されている。水の不安定性

や圃場整備の不備により収量は安定していない。 

フェーズ 1における技術研修では、条植えや除草、施肥などの研修が特に役立ったとの声が多

く、ムソメサからの指導も有効とされている。一方、種子準備や病害虫管理、整地に対する理解

不足も一部で見られる。 

 

５） 地方行政と DLG の所見 

ブランブリ県およびクウェーン県の DLG は、IWUA規約の承認や農民意識の変化を肯定的に評価

している一方、O&M 面での資金・技術不足、リーダー間の連携不足を課題として認識している。DLG

は IWUA や農家に対する啓発・研修の主導的役割を担っており、特にブランブリ県およびクウェー

ン県では、規約承認や技術支援、マーケティング支援を通じて農民の参加意識向上を図ってきた。

一方で、予算・人材・制度整備の面で制約が多く、今後は JICAの支援と中央政府の政策整合性が

鍵になると認識している。 

灌漑に関する地方予算は限られており、主に啓発活動、農協登録支援、行政官の監督・技術支

援が中心である。AfDB 支援の FIEFOC II 等との併用により、制度・技術・営農支援の相乗効果

を期待している。 

 

６） JICA 支援と今後の展望 

フェーズ１においては、栽培技術の習得、デモ圃場、ムソメサの活用、IWUA 設立支援、地域

間訪問などが展開された。農民の栽培意欲や協同販売への関心は高く、今後の施設整備と制度化

を見据えた技術支援の継続が期待されている。 

 DAIMWAP はスキーム管理において地方政府や農民への移管を前提とした制度設計を支持してい

るが、そのためにはガイドラインの早期整備と、IWUA および ISO の役割・責任明確化が必要と

している。また、灌漑設備が完成しても運用段階での人材・資金面の準備が不十分であるとの懸

念も示している。 

本プロジェクトでは、DAIMWAP からは気候変動対応や機械による土地整備、収穫後処理（乾

燥・貯蔵・精米・販売））、灌漑施設支援、女性農業者支援など、包括的なアプローチが必要とさ

れている。 
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（２） ンゲンゲ灌漑地区（Ngenge Irrigation Scheme） 

１） 地域の概要と背景 

ンゲンゲ灌漑地区は、ウガンダ東部クウェーン県のンゲンゲ・サブカウンティおよびチェプス

クニャ・タウンカウンシルにまたがる地域に位置する。AfDB による資金提供のもと、MWE 主導で

2017 年 10 月に着工し、2020 年 11 月に完工した。本スキームは、農業による生計向上を目的と

し、稲作を含む持続可能な農業活動を支援する灌漑施設である。 

 

２） 施設整備と稼働状況 

総面積 880ha のうち灌漑可能面積は 780ha で、47ブロックに分かれており、現在は 700名以上

の農民が利用している。水源はカバジリア川とンゲンゲ川の 2 本で、夜間貯水池により供給され

る。施設は稼働しているが、取水ゲート破損、排水溝の堆砂、堤防の破損、住民によるフェンス

破壊などの被害が報告されており、維持管理体制の強化が必要とされている。農民の多くが作付

けカレンダーや水利スケジュールを遵守せず、水使用のトラブルが多発している。 

 

３） 運営・管理体制と制度整備 

スキームの運営は以下の三層構造で構成： 

- ISO（Irrigation System Operator）：施設の運転・保守 

- IWUA（Irrigation Water Users Association）：水利費徴収と水利用調整 

- 協同組合（Cooperative）：生産・マーケティング支援 

IWUA は今年、農家主導で選出された 47名のブロックリーダーと 12名の IWUA執行部を含む 326

メンバーからなり、水利費は 50,000UGX/エーカー（うち 20,000UGX はブロック、30,000UGX は IWUA

運営費に配分）として徴収を行っているが、徴収率は 20〜30％と低迷している。啓発と制度強化

が課題であり、新たに選出されたブロックリーダーの活躍が期待されている。 

MWE のムバレ事務所に雇用されている ISO は 11 名体制で常駐している。ISO は栽培カレンダー

と配水計画を策定し、これらの計画は IWUAとブロックリーダーの承認を受けている。2025 年 7月

現在、ISOは MWEから給与を受けているが、MWE は将来的には IWUA による雇用を想定している。 

県職員は年次・四半期で報告を受け、モニタリングと支援を行っているが、州レベルでは人材

や予算の不足が続いている。 

 

４） 農家・農地と栽培技術 

稲作農家は約 700〜1,200 人、土地所有者は 10%以下で多くが借地農家である。土地使用料は

250,000UGX/エーカー。稲作の割合は低く（10〜15%）、主にメイズや野菜が栽培されている。農家

は灌漑第 2期（8〜12 月）に稲作を行うが、水量・コスト・鳥害等により定着していない。 

本プロジェクトのフェーズ 1では、IWUAの現地研修現場としてンゲンゲ灌漑地区が活用された。

農家に向けて条植え、栽培カレンダー、水管理、FFS等の研修を行い、参加農家の収量増や相互信
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頼向上に寄与した。共同組合登録者（IWUA メンバー）は 326名で平均収量 20〜25バッグ/エーカ

ー26。 

 

５） DAIMWAP・県行政・農民からの所見 

DAIMWAP は水省が ISO を雇用し続ける状況に懸念を表明しており、将来的には MAAIF 主導の管

理体制への移行を希望している。IWUAの制度強化と地方政府との協働体制の整備を重視している。

クウェーン県や郡行政官からは、IWUA人材の訓練、資金の透明な流れ、農家の理解促進が重要と

されている。選出されたブロックリーダーや IWUA委員会の役割強化が今後の鍵とされる。 

農家は収量増を実感しており、稲作の基本技術や作付け計画管理、水管理などに関するグルー

プ研修や普及員によるタンザニア視察の共有などを通じて栽培技術への関心が高まっているが、

マーケティング・資金・制度整備への支援を求めている。 

 

６） JICA 支援と今後の展望 

JICA は本プロジェクトのフェーズ 1にて以下を実施： 

- 稲作農家向け技術研修とデモ圃場設置（40名規模） 

- 栽培カレンダーと配水管理の導入支援 

- IWUA 会計や役員研修、Doho灌漑地域との相互訪問 

本プロジェクトでは、水利費制度の確立、ISO/IWUA 自立化、灌漑維持のための持続可能な O&M

モデルの構築が期待されており、灌漑スキームの全国展開モデル構築のための教訓を得る対象灌

漑地区の 1つとして位置づけられる。 

 

（３） シロンコ・アチョマイ灌漑地区（Sironko-Achomai Irrigation Scheme） 

１） 地域の概要と背景 

シロンコ・アチョマイ灌漑地区は、ウガンダ東部のブランブリ県とブケデア県をまたぐ灌漑開

発地域であり、総面積 2,250ha を対象としている。「アチョマイ灌漑地区」として言及されること

が多いが、水源地に由来する「Sironko」を含む正式名称「シロンコ・アチョマイ灌漑地区」を使

用すべきであると DAIMWAP から強調されている。 

当該地域は AfDBの支援を受けて 2021年 10月から AVCDP（Agriculture Value Chain Development 

Project）の一環として施設整備が進められており、本プロジェクトとの連携が期待されている。 

 

２） 施設整備とインフラの現状 

2025 年 7月時点で灌漑施設整備の進捗率は 98％に達しており、主要な水利施設（水路、排水路、

 
26 共同組合への聞き取り。ただし、フェーズ 1 日本人専門家によれば、“平均”収量 20〜25 バッグ/エーカー（5ton/ha）

は平均とはいえない。ただし、ンゲンゲでは、適正な農法に沿えばそのポテンシャルは十分ある。 
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橋梁等）は概ね完成している。加えて、以下の施設も整備済みである： 

- 倉庫 

- 穀物乾燥場（dry yard）、食堂、宿泊施設 

さらに、AVCDP プロジェクトによってトラクターの貸出も行われており、燃料代は農家負担とさ

れている。2025年 5月には試験的に配水が行われ、全域で灌漑用水が行き届くことが確認されて

いる。ただし、施設の稼働が一部の農家に留まり、灌漑水の利用が限定的であることから、O&M（運

営・維持管理）体制の強化が急務とされている。 

 

３） 制度・運営体制と人材配置 

本来は県レベルでの施設管理が想定されていたが、県行政（特にブケデア県）による十分な支

援が困難なため、MAAIF が主導して中央・現地合同の管理体制（Central Management Body： CMB）

を整備している。現地には農学者、社会学者、普及員、会計担当を含むスタッフが 5 名程度配置

される予定で、これらのスタッフは MAAIF の予算によって雇用される。2025 年 9月までに採用・

配置が完了する見込み。 

また、スタッフの報告スキル等を補完するため、短期（6ヶ月～1年）のコンサルタントを雇用

することも検討されている。レポートラインは現地 CMB→MAAIF本部および CMB→MAAIF 農業投資・

企業開発局（Department of Agri-Investment and Enterprise Development）である。技術支援

のためのマルチ分野合同チーム（Multi-disciplinary team）も MAAIF 省内に暫定的に組成されて

いるが、CMBとは別組織である。 

 

４） 栽培・技術普及と農家の状況 

アチョマイ地域には 9村が含まれ、稲作農家は 200戸程度と推定される。農家の多くは Doho な

ど近隣地域からの移住者で稲作経験を有し、農家間での知識共有（Farmer to Farmer）が普及の

主流となっている。一方で、8割以上が借地農家であり、土地移動も多く、正確な受益者把握は困

難とされる。1エーカーあたり年間 300,000UGX の借地料が一般的。平均の収量や作付面積は未確

定だが、栽培されている品種は NARORICE1、SUPA、KAISO、 WITA9 や NAMCHE、黒米などで、農家は

収量性を重視して品種を選んでいる。また、NaCRRIによる種子生産や、デモ圃場での試行的栽培

も実施されている。 

栽培する品種によっては年 2 回の栽培が可能で、栽培スケジュールや用水管理は個別に決定さ

れており、統一的な作付・配水調整はまだ存在しない。普及員の指導や NAROのデモ圃場を通じた

技術普及が行われているが、農家間格差も大きい。稲作経験の浅い農家も多く存在する。これに

より農家間の技術格差が生じており、普及体制の整備が必要とされている。 

IWUA は 2023 年に臨時的に組織されたものの、MAAIF の判断によりその活動は一時停止中であ

り、臨時的に水管理を行う Water Stewards（水管理者）が設置されている。2025 年 12月の施設

完工と並行して正式な組織再編が見込まれている。本プロジェクトの介入により By-Law の整備、
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農家の協力体制構築が進むことが期待される。 

 

５） JICA との連携および今後の展望 

AVCDPプロジェクトは施設完成から 2年以内に終了する予定であり、O&M体制の強化を目的とし

た JICA の技術協力を歓迎する姿勢が示されている。 

シロンコ・アチョマイ灌漑地区には本プロジェクトを受け入れるためのオフィス、宿舎、10エ

ーカーのデモ圃場が用意されており、農家の人材育成や地方行政との協力強化を支援する好機と

ウガンダ政府から捉えられている。 

 

3. 事業概要 

 

3.1. 事業目的 

 本事業はウガンダ国東部に位置するアタリ灌漑地区において、農家の灌漑稲作技術の習得、参

加型水管理に沿った水利組合の能力強化、そして近隣灌漑地区における実践的な農民主体の灌漑

維持管理手法の試行を通して有用な教訓を抽出することにより、農家主導の灌漑施設維持管理モ

デルの確立を図り、もってプロジェクトで確立された稲作技術と灌漑施設維持管理モデルの、他

灌漑地域への適用に寄与するものである。 

 

3.2. 協力の枠組み 

（１） 上位目標： 

プロジェクトで確立された稲作技術と灌漑計画管理モデルが、他の灌漑地域に適用される 

指標：モデルの主要な要素が他の灌漑地域においても実践され、IWUA管理のためのブロックベー

スの責任体制や、農家間での稲作技術の情報が共有される 

 

（２） プロジェクト目標： 

灌漑用水利組合（IWUAs）を通じた灌漑施設の運営・維持管理を行う農家主導のモデルが確立され

る  

指標 1：水利費の徴収率が 70%以上になる 

指標 2：プロジェクト対象農家の平均コメ収量が XXトン/ha から YYトン/haに増える 

指標 3：灌漑稲作の作付面積が XX haに達し、総灌漑可能面積 520ha の YY%を占める 

 

（３） 成果： 

成果 1：アタリ灌漑地域の農家の適正灌漑稲作技術の能力が向上する 

成果 2：アタリ灌漑地域における灌漑施設の運営・維持管理能力が強化される 
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成果 3：中央政府と県行政関係者が協力し、隣接する灌漑地域において、実践的で農家主導の灌漑    

施設運営と維持管理のアプローチを試行し、有用な教訓が抽出される 

 

（４） 活動 

0-1 ベースライン調査とエンドライン調査を実施する 

0-2 第 1フェーズの活動状況を確認する 

 

1-1 農家を対象に灌漑稲作研修を実施する 

1-2 ムソメサ（農家指導員）を選定する 

1-3 農家間アプローチ（ムソメサ）により農家向け研修を実施する 

1-4 農家のための灌漑稲作に関する研修カリキュラムを見直す 

1-5 モデルサイトで展示圃場、試験、種子増殖を実施する 

1-6 農家のニーズに基づき、市場調査や共同販売などのマーケティング活動を実施する 

 

2-1 農家を対象とした IWUA に関する啓発活動を実施する 

2-2 コミュニティの結束を強化するための共同活動を促進する 

2-3 対象灌漑地区担当の県職員および IWUA メンバーを対象に、施設運営（財務管理、総務、

灌漑施設維持管理を含む）に関する能力向上研修を実施する 

2-4 規約に従ってブロックリーダーとサブブロックリーダーを選出する 

2-5 IWUA が MAAIF と協力し、郡政府の支援を受けて、各期ごとに作付けカレンダーと配水計画

を策定する 

2-6 IWUA メンバー/農家が各ブロックで圃場用水路を設置する 

2-7 他国やウガンダ国内の灌漑施設への視察ツアーを実施し、参加型灌漑管理の理解を深める  

2-8 IWUA 規約にジェンダーの視点を反映させるよう改定する 

 

3-1 ンゲンゲとシロンコ・アチョマイの新たな対象灌漑地域における現在の課題を、ベースラ

イン調査を通じて特定する 

3-2 IWUA メンバーの意識向上を図る 

3-3 ンゲンゲとシロンコ・アチョマイ灌漑地域において、稲作栽培研修を実施する 

3-4 ンゲンゲとシロンコ・アチョマイの灌漑地域における IWUA を対象とした水管理研修を実

施する 

3-5 3 つの灌漑地域間で交流訪問を実施する 

3-6 中央政府と県政府職員が対象灌漑地域における IWUA の活動をモニタリングする 

3-7 ジェンダー視点を取り入れた全国 IWUAガイドラインを見直し、改定する 

3-8 協議委員会会議を開催する 
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（５） プロジェクトサイト／対象地域名  

東部ブランブリ県及びクウェーン県に位置するアタリ無償プロジェクト実施予定のアタリ灌漑地

区を中心にシロンコ・アチョマイ灌漑地区、ンゲンゲ灌漑地区も含め活動を実施する。プロジェ

クトオフィスはクウェーン県ンゲンゲ郡を拠点とする。 

 

（６） 本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：アタリ流域地域灌漑利用農家 400 戸 

農業畜産水産省（MAAIF：Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries）

行政官（8人） 

水環境省（Ministry of Water and Environment） 

県行政官（ブランブリ県 3人、クウェーン県 3人、ブケデア県 3人） 

郡行政官（ブランブリ県ブムフニ郡 3 人、クウェーン県ンゲンゲ郡 2 人ブケデア県

カムトゥール郡 2 人） 

最終受益者：3スキーム周辺農家等 15,800 人 

 

3.3. 日本側の投入 

 長期専門家派遣（合計約 138M/M）：チーフアドバイザー/稲作技術、業務調整/連携強化、灌 

漑地区運営管理（1年目後半から派遣想定）  

 短期専門家派遣：必要に応じて派遣 

 供与機材・施設：プロジェクト車両、事務機器、農業資機材、その他必要な機材 

 本邦研修及び第三国研修：必要に応じて実施 

 活動に必要な経費：アタリ及びムバレプロジェクト事務所の維持管理費、光熱費、現地傭人

など 

3.4. 相手国側の投入 

 カウンターパートの配置：MAAIF の担当官、各県および郡のカウンターパート等 

 案件実施のために必要な経費：施設、現地経費の提供 

-アタリプロジェクト事務所（電気や水道の設備を含む事務所スペース） 

-ムバレプロジェクト事務所（事務所家具を含む事務所スペース） 

-シロンコ・アチョマイ事務所（事務所家具を含む事務所スペース及び光熱費） 

 ローカルコスト：JICA 支援の対象以外 

3.5. 実施体制 

 M/Mに記載した本プロジェクトの実施体制は出所：調査団作成 

図 2 のとおりである。2025 年 7 月現在の本プロジェクト主管組織について、アタリは DAIMWAP、
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シロンコ・アチョマイは MAAIF、ンゲンゲは MWEのムバレ事務所である。アタリ灌漑地区では、建

設完工後、DAIMWAP がスキームマネジャーを配置する予定である。ンゲンゲ灌漑地区では ISO が

灌漑施設の維持管理を担っている。完工年が 2020年の同地域の灌漑事業におけるソフトコンポー

ネントの予算は 2025年で終了するとみられる。DAIMWAP は MWEから DAIMWAP への移管と県行政と

の連携による維持管理を想定している。 

 

出所：調査団作成 

図 2 プロジェクトの実施体制 

 

4. 事業実施における留意事項 

本章では、プロジェクトの実施に際し、前提条件や外部としての気候リスクへの対応といった

実施上の留意点を整理する。また、事業運営体制や制度面の整合性、農家主体の維持管理モデル

構築に向けた実務的な検討課題についても併せて示す。これにより、プロジェクトの円滑な推進

と持続可能なモデル構築に資する指針を提示する。 

4.1. 前提条件・外部条件・リスク分析 

4.1.1. 前提条件 

 本プロジェクトのフェーズ 1 は、無償資金協力事業により灌漑施設の着工が遅延したことによ

り、当初の計画通りの活動ができなかった。同事業は 2024 年 10月から建設が開始され、2025 年

7 月時点の進捗率は約 30％である。520ha 中、ブランブリ県側の 7ha でデモ圃場の造成が進み、

洪水対策を講じた設計となっている。ブランブリ県の解放を 2026 年 3 月末、クェーン県の解放を

2026 年 12 月末、工事全体の完工を 2026 年 12 月末で計画中である。本プロジェクトは本事業の

完工により灌漑施設を活用できることが大前提であり、PDM の前提条件として明記した。プロジェ

Project Purpose: A farmer-led model for the operation and maintenance of irrigation facilities through Irrigation Water Users 
Associations (IWUAs) is established.

Overall Goal: The rice cultivation and scheme management model established by the project is applied to other irrigation schemes

MWE
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クトの活動はブランブリ県から開始する。 

 

4.1.2. 外部条件としての気候リスクと対応策 

 本項のリスク分析は、JICAが提示する「Climate-FIT（適応策版）気候リスク評価・適応策検討

のガイダンス Version6.0」に準拠し、曝露・ハザード・脆弱性・リスク・適応策の 5段階評価を

通じて、PDM外部条件に適切に反映された。 

【渡航前机上調査】 

① JICA Climate-FIT（適応策版）を活用した、将来の気候リスクに関する机上評価（ハザー

ド、曝露、脆弱性）および適応オプション案を検討 

② 「農業・農村開発協力における気候変動対策の基本的考え方（案）」（JICA 経済開発部）

を参考に、必要なデータを整理・分析 

【現地調査】 

③ 地方政府・農業局・農家等から過去 5年程度の気候変動の影響や実施してきた対応策をヒ

アリングし、渡航前に検討した気候リスク評価や適応オプションの妥当性を現地実態と

照合・検証 

④ 気候変動対策に関する上記 JICA 指針に照らし、現地で見られる課題や問題点を抽出・整

理、PDM 外部条件に反映 

  

(1) 渡航前調査における気候リスクに関する机上評価および適応オプション案の検討 

１） アタリ灌漑地域の年間降水量トレンド 

CHIRPS v327を活用し、アタリ地域の1981年～2023年の降水量トレンドを作成し、降水量の増減傾

向および近年の変動幅を把握した。 

 

 

 
27 出所：CHIRPS v3（Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data Version 3, UCSB）に基づき、執筆

者作成（2025 年 6 月 25 日アクセス）。データ入手元：https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps3 

https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps3
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図 3 アタリ灌漑地域（ブランブリ県、クウェーン県）の年間降水量トレンド 

（1981 年～2023 年） 

上記結果によると、年間降水量は1,000mm〜1,350mmの間で大きく変動しており、特に1990年・

2014年は少雨年、1995年・2003年・2022年は多雨年であった。5年移動平均によれば、1990年代後

半〜2000年代前半にかけて一時的に減少傾向を示すが、2010年代後半以降は上昇傾向に転じてい

る。洪水年である2022年には1,300mmを超える降水量が観測されており、極端な多雨が災害の一因

であることを示唆している。一方で、2020年のような干ばつ年は降水量が相対的に低い。緑の点

線で示された線形トレンドは、40年スパンで見たときに年間降水量がわずかに増加傾向にあるこ

とを示している。ただし、年変動幅が大きいため、予測困難性と突発的な災害に備える必要があ

る。 

 

２） 3地区の自然条件 

表 9 は、World Bank Climate Knowledge Portal（CKP）の気候区分データおよび長期観測値に基

づいて、アタリ、ンゲンゲ、シロンコ・アチョマイの 3 灌漑地区における気候特性を比較した結

果である。 

表 9 対象 3 灌漑地域の気候特性 

地域 年平均気温 年間降水量 気候上の特徴 

アタリ灌漑地区（ブランブリ

県/クウェーン県） 

約19–20°C 約1100–

1300mm 

集中豪雨と洪水リスクが

高い。乾季も一部存在。 

ンゲンゲ灌漑地区（クウェー

ン県） 

約20–22°C 約1000–

1200mm 

乾季が明瞭で、干ばつリ

スクが顕著。 

シロンコ・アチョマイ灌漑地

区（ブケデア県/ブランブリ

県） 

約19–21°C 約1200–

1400mm 

森林減少と降雨変動によ

る洪水リスク。 

 

CKPの年次気象データによれば、3地域すべてで年平均気温は20℃前後であるが、ンゲンゲ灌漑

地区では高温日数と干天日数の頻度が最も高く、農業用水への影響が大きい。また、アタリおよ

びシロンコ・アチョマイ灌漑地区は山岳・丘陵性の地形と森林伐採の影響により、近年では極端
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降水（豪雨）と洪水の頻度が上昇傾向にある。 

アタリでは洪水による圃場への過度な水量の流入を避けるための排水設計がなされていること

が現地踏査時に確認されたが、他2か所については本調査で情報を得ることはできなかった。 

 

(2) 各対象地域の気候リスクに関する現地調査結果 

現地調査において DAIMWAP や MWE 気象局・地方政府・農家等から過去 5 年程度の気候変動の影

響や実施してきた対応策をヒアリングし、渡航前に検討した気候リスク評価や適応オプションの

妥当性を現地実態と照合・検証した。 

１） アタリ灌漑地区 

山岳地域に位置するアタリ灌漑地区は、降雨の偏りが大きく、過去 10 年で 4回以上の大規模洪

水が発生している。急激な豪雨により農作物が流される事例や、取水施設の損壊例が確認されて

いる。また、河川の流量が変動しやすく、水争いが発生しやすい構造となっている。 

2020〜2024年にかけて洪水や干ばつが頻発しており、畑や施設に大きな被害が出ている。農民

は早植え、代替作物の栽培、畦畔の拡張などで対応しているが、施設の損壊も見られ、アタリフ

ェーズ 1および農民自身の資金・労力によって修復が行われている。 

 

２） ンゲンゲ灌漑地区 

標高が高く傾斜地が多いクウェーン県では、洪水よりも干ばつと土壌侵食が深刻なリスクであ

る。特に乾期が長引く年には河川水量が低下し、ンゲンゲ灌漑地区での給水に支障が出る。局所

的な降雨がある反面、灌漑地区の上流域に十分な降雨がない年もあり、干ばつ対策としての貯水

機能の強化が望まれている。 

同地区では、過去 10年で 2度の大洪水（2020 年・2022 年）と干ばつ（2023〜2024 年）により、

メイズや施設に甚大な被害を受けている。取水構造物・排水溝・堤防の修復が必要とされている。

気象情報は現場に届かず、早期警戒体制の整備が望まれている。 

 

３） シロンコ・アチョマイ灌漑地区 

シロンコ・アチョマイ灌漑地区では、上流地域での乱開発や森林伐採により降雨後の水の流出

速度が早まり、洪水リスクが高まっている。一方で、雨期が短縮傾向にあり、従来よりも播種の

タイミング調整が難しくなっている。局所的には湿地帯の乾燥化も観察されており、生態系への

影響も指摘されている。この地域では 2020 年、2022 年、2024 年に大洪水が発生し、大きな農作

物被害が報告されている。灌漑施設建設中に洪水が発生したため、施設には当初の予定から追加

して堤防が作られている。一方で干ばつも頻発しており、農家には耐乾性品種の使用が促されて

いる。 

 

各県での聞き取りによれば、MWE気象局の情報は届いていない、あるいは普及していない。気象



 

27 

 

局はラジオ・SMSによる情報提供は行っているが、農民の理解度・受信環境には地域差がある。現

地普及員（AO）を通じた気象情報の連携強化、ならびに農民への研修とリテラシー強化が求めら

れている。 

また、アタリでは洪水による圃場への過度な水量の流入を避けるための排水設計がなされてい

ることが現地踏査時に確認されたが、他 2 か所については本調査で情報を得ることはできなかっ

た。 

 

(3) 各対象地域の気候リスク分析・評価・適応策の検討 

 JICA Climate-FIT（Adaptation）気候リスク評価・適応策検討のガイダンスVersion6.0を参考

に、対象3灌漑地区の気候リスク分析・評価を試みた。 

１）気候ハザードの検討 

「付属資料4_ 気候リスク情報整理」の通り、IPCCやJICAなどの報告書にある情報を参照し、対

象地域における気候ハザードを整理している。また、対象地における農家インタビューから得ら

れた情報を元に事業対象地域において事業期間中に気候変動により起こりうる気候を「洪水・豪

雨」と特定した。なお、灌漑施設の状況や気象条件から、将来的な干ばつの発生頻度は低いと推

察される。 

２）曝露の及び脆弱性の検討 

対象地域の状況から、「灌漑用水取水設備」「水路」「灌漑対象稲作圃場」「保管倉庫」「輸送道

路」「車両」が曝露として確認された。その上で、対象事業において注視すべき「気候ハザード」

と「曝露」の組み合わせ及び脆弱性を表10にまとめている。 

表 10 事業で将来重大となりうると考えられる気候リスクの絞込み 

 

３） 適応策の検討 

特定された気候リスクのうち、より影響度の高い E1～E3 に注目し、適応策として以下 7つが設

（A） （B） （C）
注意すべき「気候ハザード」と

「曝露」の組み合わせ
気候リスク発生に寄与する脆弱性
の評価(影響の受けやすさ、影

響への対処能力)

将来重大となりうると考えられる
気候リスク

1 H1（洪水・豪雨）＋E1（灌漑用水
取水設備）
取水設備が洪水により、破損・破
壊される可能性がある

政府や農家による取水設備の補修
が求められるが、体制が整ってい
ない

取水設備の損壊・流失により、灌
漑水の供給が不能となるリスクが
あり、取水設備の復旧に時間と費
用を要することから、農業活動に
深刻な遅延を生じる可能性があ
る。

2 H1（洪水・豪雨）＋E2（水路）
水路に土砂が堆積し、流量が減る
可能性がある

農家による土砂の除去が想定され
るが、清掃・維持管理が不十分な
場合には流量減少が長期化する

洪水により水路に土砂が堆積し、
破損や配水不良、過量流入が発生
することで、圃場に灌漑用水が行
き届かず、栽培活動に深刻な影響
が生じる可能性がある。

3 H1（洪水・豪雨）＋E3（灌漑対象
稲作圃場）
稲の冠水による生育不良、移植等
の農作業を適時適切に行えない。

冠水耐性の高い品種を栽培してい
ない場合、影響を受けやすい
豪雨の予測が困難

想定した水準以上の豪雨や洪水が
発生し、稲が冠水被害に遭遇し、
生育不良により収量を十分に得ら
れない可能性がある。
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定された。（表 11） 

1. 構造強化された取水施設の設計・導入 

2. 流速・冠水深を考慮した取水施設の位置選定 

3. 予備ポンプの備蓄と運用訓練の実施 

4. 平常時からの清掃 

5. IWUAによる清掃分担と施設改修による機能回復 

6. 降雨状況を踏まえた作付けカレンダーの作成 

7. 冠水耐性品種の選定 

以上7つの適応策の内、実現性の観点から、本案件では4～7を適応策として取り組むことを提案す

る。 

表 11 リスク評価および適応策 

 

なお、上記の検討を図４にて気候リスクツリーとして、明示化した。 

気候ハザード
（Hazard）

H1　洪水・豪雨

現状での発生状況（頻度） ＋＋

将来の見込み

E1　灌漑用水取水設備 2 構造強化された取水施設の設計・導入、流

速・冠水深を考慮した位置選定、予備ポン

プの備蓄と運用訓練の実施

E2　水路 2 平常時からの水路の清掃、IWUAによる清

掃分担と施設改修による機能回復

E3　灌漑対象稲作圃場 2 降雨状況を踏まえた作付けカレンダーの作

成

冠水耐性品種の導入E4　保管倉庫 1

E5　輸送道路 1

E6　車両 1

頻度の評価スケールと定義

３：これまでに生じている事象、影響は、 対処、処理できないほど困難であっ た

２：これまでに生じている事象、影響は、 管理・対処することが中程度困難であ った。

０：これまでに生じている事象による影響 は、ほとんどなかった

１：これまでに生じている事象、影響の対 処、処理はそれほど困難ではなかっ た。生じている、生じた影響は軽微で あった。ある程度対処できていた。

適応策（Options）

++これまでや現在,頻繁に生じている

+ これまでや現在,時々生じている

現在すでに生じている影響度の評価スケール
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図 4 気候リスクツリー 

上記検討を加味したうえで、プロジェクト期間中に起こり得る事象で、それに対するプロジェク

トの適応策を上回る規模の災害として、PDMの外部条件に「洪水や干ばつによる深刻な被害が発生

しないこと」を組み入れた。 

また、本プロジェクトの活動の詳細を計画する際、特に水路や圃場における適応策案を参考にさ

れたい。 

4.2. 事業実施に当たっての留意事項 

4.2.1. プロジェクトの運営管理 

（１） PDM と活動計画表（Plan of Operations、以下 PO） 

PDMはプロジェクトチームによるモニタリングの結果、変更に必要な場合は JCCで承認される。

本プロジェクトでは、無償プロジェクトの完工により実際に施設を利用し始めてから現実と PDM・

PO の乖離が生まれる可能性がある。PDMと PO は、ベースライン調査（活動 0-1）の結果も踏まえ、

プロジェクトの立て付け、指標は更新・修正されることが見込まれる。 

PO は PDM の活動の工程案まで本調査で作成した。プロジェクト開始後は、内容の精査と併せ、

DAIMWAP と協働でさらに詳細な POを作成することが望まれる。 

  

（２） ターゲットグループ 

本プロジェクトのターゲットグループには土地所有者で自ら耕作する農家と圃場を借りて耕作

する賃貸農家が存在する。インタビューによれば、アタリは半数、アチョマイとンゲンゲに関し

ては殆どが賃貸農家である。賃貸農家はシーズンごとに耕作地を変える傾向にあることから、プ

【気候ハザード】
H1 洪水・豪雨

【曝露】 【リスク】 【脆弱性】

E1 灌漑用水取水設備 R１

取水設備の損壊・流失により、灌漑水の供給が不能
となり、取水設備の復旧に時間と費用を要すること
から、農業活動に深刻な遅延を生じる可能性があ
る。

V1

政府や農家による取水設備の補
修が求められるが、体制が整っ
ていない。

E2 水路 R２

洪水により水路に土砂が堆積し、破損や配水不良、
過量流入が発生することで、圃場に灌漑用水が行き
届かず、栽培活動に深刻な影響が生じる可能性があ
る。

V2

農家による土砂の除去が想定さ
れるが、清掃・維持管理が不十
分な場合には流量減少が長期化
する。

E3 灌漑対象稲作圃場 R３
想定した水準以上の豪雨や洪水が発生し、稲が冠水
被害に遭遇し、生育不良により収量を十分に得られ
ない可能性がある。

V3
冠水耐性品種を栽培しない場
合、影響を受けやすい。
豪雨の予測が困難。

【適応策】
A1 平常時からの清掃
A2 IWUAによる清掃分担と施設改修による機能回復
A3 降雨状況を踏まえた作付けカレンダーの作成
A4 冠水耐性品種の選定

【影響】
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ロジェクトが実施する研修を受ける農家は一部変わる可能性がある28。プロジェクト目標指標（水

利用費の徴収率、営農の改善）の対象者の変化をプロジェクトとしてどのように捉え数値を出し

ていくか、チームによる検討が必要であろう。 

 

（３） 実施体制 

本プロジェクトの実施体制は図 2が示す通り、対象灌漑地域によって異なることが特徴である。

とりわけンゲンゲ灌漑地区は現在、灌漑事業によるソフトコンポーネント予算により水環境省ム

バレ事務所が ISO を派遣し、維持管理業務を管轄している。しかし、同予算は５年を経過する 2025

年以降終了するとみられ、インタビューでも、いずれ IWUA に引き継がれ、ISO は IWUA に雇用さ

れることが望ましいが、主管は水環境省であると主張している。DAIMWAP は建設までが水環境省で

あり、その後の営農と維持管理は MAAIF が県行政と連携し維持管理を管轄していくことが望まし

いとしている。プロジェクト開始時点での ISO の存在は不確かであるが、IWUAを育成しつつ管轄

機関の移行は注視していく必要がある。 

フェーズ１では中央政府の巻き込みが難しく、かつ県行政も人材不足から現場のプロジェクト

スタッフが AOと農家に技術指導を行ってきた。本プロジェクトは農家主体の灌漑維持管理のモデ

ルづくりであるが、頭首工、１次、２次水路の維持管理は政府の役割である点は政策に記載され

ているものの、実際の現場では政府の関与は薄い。また、モデルはプロジェクト終了後、他の灌

漑地区への展開を視野にいれていることからも、中央政府（特に DAIMWAP）の巻き込みとリーダー

シップの醸成はプロジェクトの成功に極めて重要な要素である。 

 

（４） 制度的整合性と役割分担の明確化 

灌漑施設の管理においては National Irrigation Policy で大まかに規定されているものの、

MWEおよびMAAIFの所管範囲が現場レベルでは曖昧であることが指摘されている。MWEはOff-farm、

MAAIF は On-farm という原則があるが、実際の現場では職務が混在しており、責任の所在が不明

確なまま施設の維持管理が進められている状況もある。これにより、本プロジェクト終了後のモ

デルの他地域における適用に関し責任の空白を生むリスクもある。フェーズ 1 では DAIMWAP がド

ラフト中の全国灌漑管理マニュアル29の承認が確実に行わるよう支援するとともに、本プロジェク

トでは同ガイドラインの業務分掌に沿った活動を試行することが求められる。 

 

4.2.2. 農家主体の灌漑施設管理モデルづくり 

（１） 灌漑施設維持管理モデル 

 
28 研修を受けて栽培技術を身に着けた農家が、土地の価格が灌漑地区よりも安く、水を得られる場合、灌漑地区

外に移動することは容易に考えられる。 
29 フェーズ 1 の成果 3-1 指標。ガイドラインには取水口から 1 次～2 次～3 次水路の維持管理の責任組織などにつ

いても記載されている。 
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本プロジェクトが構築する農家主体の灌漑施設維持管理モデルは、他地域への展開も視野に入

れた実施可能な形で設計されており、制度・組織・技術・財政の各側面を含む包括的な枠組みが

求められる。モデルの実効性と汎用性を確保するためには、IWUAの制度整備状況、地方政府の関

与、各省の役割分担、維持管理の現状などを整理し、簡易な現地調査を通じて補完的な情報を収

集することが有効である。 

IWUA の設立状況は 3つの灌漑地区でばらつきがあり、By-Lawや組織規程の整備、会費徴収、意

思決定プロセスの定着が不十分な地域もある。本プロジェクトでは、IWUA 設立支援マニュアルや

地方政府の承認プロセスの文書化支援を通じて、制度的な持続可能性を高める必要がある。プロ

ジェクトで実施する維持管理研修（活動 2-3）の教材作成においては施設種別ごとに標準的な維持

管理項目を盛り込んだテンプレートを作成し、DAIMWAP と県職員、IWUA に配布・研修を実施する

のも一案である。また、成果 3 でとりまとめる予定の「教訓」は、早い段階から各地域の関係者

と共有し、実情に即した形で検討を進めることが望ましい。 

（２） プロジェクト目標および指標設定 

本プロジェクトではアタリ灌漑地区での活動および他灌漑地区での活動を通じて、プロジェク

ト目標の『灌漑用水利組合（IWUAs）を通じた灌漑施設の運営・維持管理 を行う農家主導のモデ

ルが確立される』を達成することを目標としている。そのため、農家主導のモデル確立を測る指

標として、モデルとして必ず求められる要素である以下 3 点を設定しており、モデルとして最低

限これらを達成する必要がある。 

① 施設運営費が確保されている状態（指標 1） 

② 施設が利用され収量と収入が確保できている状態（指標 2） 

③ 施設が適切に管理され、配水ができている状態（指標 3） 

成果１および成果 2 については、直接的にプロ目に通じている一方で、成果３はモデル構築のた

めにアタリにおける様々な活動に活用されることを想定している。（図 4） 

 

図 4 プロジェクト目標指標と成果のロジック 
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以上の点をふまえ、本プロジェクトは、単なる技術移転だけでなく、制度・組織・財政・人材を

含む包括的な灌漑施設運営モデルとして機能するモデルを構築することが期待される。そのため

にも、制度のグレーゾーンの解消、県や郡の制度的・財政的な課題の補完、IWUA の自立性強化に

向けた具体的支援を意識した設計と実施が求められる。 

 

5.  6 項目評価結果 

本プロジェクトの評価を JICA規定の 6項目を用いて行った。評価の段階は 5段階（高い・やや

高い・中程度・やや低い・低い）である。 

妥当性、整合性、有効性、効率性については、関係者のニーズや実施体制との整合が一定程度

図られており、高いと判断される。農家間普及を基盤とした現場主導のモデル構築は持続性の面

でも有望である。一方で、MAAIF や県行政の予算・人材面での脆弱性、DAIMWAP と MWEの縦割り構

造などの制度的課題は依然として大きく、モデルの全国展開（スケールアップ）の観点における

インパクトと持続性は中程度にとどまる。 

 

5.1. 妥当性 

以下の観点から、本プロジェクトの妥当性は高い。 

5.1.1. 政策の妥当性 

（１） 政策の妥当性 

① ウガンダ政府の政策との整合性 

本プロジェクトは、ウガンダの国家開発計画（NDP IV）および National Irrigation Policy

（2017 年）と整合しており、農業分野における持続可能な生産性向上と気候変動への適応を促す

政策方針に沿った設計となっている。また、灌漑稲作への転換を進める対象地域（アタリ等）の

実態に即した内容となっており、特に水資源を活用した高付加価値作物（コメ）による農家所得

の向上をめざす点で、地域の開発優先課題とも一致している。さらに、農家の流動性や土地の賃

借構造といった現地の社会経済的特性にも配慮し、柔軟な対象農家設定が検討されている。 

 

（２） 日本政府の政策との妥当性 

対ウガンダ国別開発協力方針（2023 年 4 月版）では、「（２）産業振興・基盤強化」において、

「ウガンダの就労人口の約 7 割が従事する農業の開発の観点から、農業生産に係るバリューチェ

ーン強化のために、コメの品質や生産性の向上に取り組む」と明記されている。 

 本プロジェクトは灌漑稲作に必要な栽培技術の導入、水管理の改善、農家の能力強化、IWUA 制

度構築等を通じて、コメの生産性および品質向上を図るものであり、国別方針の重点分野と直接

的に整合している。 外務省が策定する「ウガンダ国事業展開計画」（2023 年 9月）においても、

「農業・農村開発」分野の主要取組として「稲作振興」「農民の所得向上」等が明記されており、
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本プロジェクトはその中で重要な位置を占める。さらに、ウガンダは CARDイニシアティブの第一

グループ対象国であり、NRDS IIでは 2030 年までに少なくとも 663,000MT に倍増することを国の

目標として掲げている。 

 本プロジェクトが推進する灌漑稲作技術の改善、農民間の普及体制、灌漑地区運営モデルの構

築は、これらの国際的・日ウガンダ間の稲作振興戦略と整合性が高く、政策上の位置づけも明確

である。 

 

4.4.2 関係者のニーズ 

MAAIF の DAIMWAP に対しては、灌漑関連予算の配分が限定的であり、ドナー支援に強く依存し

ている実情がある。また、県行政職員、普及員の人員は圧倒的に不足しており、今後の増員も見

込まれない中で、これら政府職員一人一人の灌漑施設管理技術や稲作技術の強化に対するニーズ

は極めて高い。農家側においても、灌漑稲作への転換、換金作物としてのコメ生産の拡大、その

ための水管理技術や IWUAの強化に対して具体的かつ明確な期待が示されており、地域・制度双方

の関係者のニーズに即している。 

 

5.2. 整合性 

以下の観点から、本プロジェクトの整合性は、高い。 

他ドナー・JICA 内プロジェクトとの補完関係は良好であり、制度的整合性には課題が見られる

ものの、本プロジェクト自体が DAIMWAP・MWE間の協調体制の整理、県行政との連携強化を目指す

構造となっており、整合性の改善に寄与する設計となっている。 

 

4.5.1 他ドナー事業との整合性 

本プロジェクトは、AfDB や世銀等が実施する灌漑・農業分野の支援事業と地理的・技術的に補

完関係にあり、活動の重複は確認されていない。AfDB が支援するシロンコ・アチョマイ灌漑地区

では、施設整備が進む一方で、制度設計や維持管理体制には課題が残されており、本プロジェク

トによる IWUA 制度構築や O&M技術の導入はこれらの補完を担うものと位置づけられる。世銀が支

援する National Irrigation Master Plan（NIMP/CNIMP）策定事業との整合も意識されており、モ

デル構築を通じて政策的フィードバックが期待される。 

 

4.5.2 JICAプロジェクトとの整合性 

本プロジェクトは、JICAが実施中の技術協力プロジェクト「Eco-PRiDe（東部ウガンダ稲作振興

プロジェクト）」との連携可能性も高い。Eco-PRiDeの特に DohoⅠ地域では、稲作技術普及モデル

が既に定着しており、同地域出身の農家がシロンコ・アチョマイやアタリ灌漑地区に移動して栽

培技術や営農管理の知見を伝えている。本プロジェクトが担う灌漑スキーム維持管理や IWUA 制度
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の構築は、Eco-PRiDe が重点を置く品種選定や栽培技術普及を補完するものであり、JICA 内の相

互補完的な連携事例といえる。 

 

4.5.3 関係機関間の制度的整合性 

関係機関（MAAIF、MWE、DLG）間の制度的な役割分担については、依然として課題が残る。特に、

MWE と MAAIF 間ではンゲンゲ灌漑地域の管轄権をめぐる立場の相違が改めて顕在化しており、プ

ロジェクトの実施・支援体制に混乱が生じている。県行政（DLG）は現場レベルでは両省と協力的

に運営しているが、人的・財政的な脆弱性により制度的な支援体制としては不十分である。今後、

中央・地方間の役割の明確化および両省間の合意形成プロセスの強化が、プロジェクト成果の制

度化・横展開に向けた鍵となる。 

 

5.3. 有効性 

以下の観点から本プロジェクトの有効性は、高い、といえる。 

5.3.1. プロジェクト目標の達成見込み 

本プロジェクトが目指す「IWUAを通じた農家主導の灌漑施設運営・維持管理モデル」は、アタ

リ地域での実践を基礎としつつ、将来的には他地域への展開を視野に入れた汎用性のある設計と

なっている。そのため、PDM 上のプロジェクト目標においては、地名に特定の言及を避けた上位概

念での記載を行っている。一方で、プロジェクト目標の達成度を測る指標（プロ目指標）につい

ては、成果 1・2の対象地域であるアタリ地域での成果（例：水利費徴収率、収量、作付面積の拡

大）を基に設定しており、これは本モデルの中核的な検証・実証の場がアタリであることに基づ

く。 

このように、対象地域と指標の整合を保ちつつ、モデルの構築自体は将来的なスケーラビリティ

を意識した設計となっている。各指標設定の意図は以下の通りである。 

 

指標 1：水利費の徴収率が 70％以上になる 

 IWUA 制度とブロック単位の徴収体制の構築が計画されており、段階的導入と農家への啓もうに

より達成の可能性は十分ある。徴収金の用途を明確化し、維持管理に再投資する仕組みも準備さ

れており、制度・意識の両面から達成は現実的と評価される。 

水利費徴収率は単なる IWUA の財務指標ではなく、IWUA の組織成熟度や農家の協働体制の成熟

度を測る象徴的な目標でもある。70％の目標数値は、以下のような定量的・実務的根拠に基づき

設定した： 

・高い目標を掲げることで、IWUA 運営に対する意識と責任感を促すプロジェクトの意図がある。 

・ウガンダで最も安定運営されている Doho_I 灌漑地域（40 年以上の運営実績）では、徴収率
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70～80％が維持されている30。 

これらを踏まえ、アタリ地域においてはフェーズ 1 からの継続的な研修や各種活動を 4 年間、

新たに整備された灌漑施設にて行うことで、Dohoに匹敵する徴収水準に達することを目指すこと

が可能と考えられる。 

 

指標 2：プロジェクト対象農家の平均コメ収量が XXトン/ha から YYトン/haに増える 

 SUPA JICA 品種31の導入、均平化・条植え・適正施肥といった稲作技術の普及、ムソメサによる

農民間伝播も進められる予定であり、灌漑施設完工後における技術定着によって収量向上は達成

可能と見込まれる。 

 

指標 3：灌漑稲作の作付面積が YY％に達し、総灌漑可能面積 520haの YY％を占める 

 1 年 2 期作に対応した灌漑システムの利用意欲は農家にあり、デモ圃場を活用した拡張も視野

にあるため、作付面積の拡大は実現可能性が高い。 

 

 以上のとおり、3 指標はいずれも技術的支援・制度設計・住民側の実践意欲に裏づけられてお

り、プロジェクト期間（4年間）内での達成は十分に見込まれる。なお、目標数値（XX、YY）は活

動 0-1 のベースライン調査後に確定することが望ましい。 

 

5.3.2. プロジェクト目標と成果の論理性 

本プロジェクトでは以下の 3つの成果が設定されている： 

・成果 1：アタリ灌漑地域の農家の適正灌漑稲作技術の能力が向上する 

・成果 2：アタリ灌漑地域における灌漑施設の運営・維持管理能力が強化される 

・成果 3：中央政府と県行政関係者が協力し、隣接する灌漑地域において実践的で農家主導の灌漑 

施設運営と維持管理のアプローチを試行し、有用な教訓が抽出される 

 

 これらの成果は、農家主導型の灌漑施設維持管理モデルを構築する上で、技術力の向上（成果

1）・施設の適切な管理運営（成果 2）・他地域への試行・知見蓄積（成果 3）という三本柱で支え

る構造となっており、論理的整合性を確保した設計といえる。 

 とりわけ、成果 3 は、アタリ地域以外の複数の灌漑地域における試行的なアプローチから得ら

れる教訓を蓄積し、それらの知見を統合することで、汎用性のある灌漑施設運営・維持管理モデ

ルを構築するプロジェクト目標の実現を支えるものである。 

 
30 ただし、Doho I の土地は MAAIF に所有権があるが耕作権は個人にある。農家は土地代を払う必要がなく、その

分水利費の徴収率が高くなっている、という背景もある。アタリ灌漑地域で耕作する農家の半数は賃貸農家であ

り、土地代を支払う必要がある点は留意が必要。 
31 新品種ではなく、農家圃場から得られた種子を NaCRRI で純化したものである。 
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5.3.3. プロジェクト目標達成のための外部条件 

本プロジェクトでは、プロ目達成に必要な外部条件として、「洪水や干ばつによる深刻な被害が

発生しないこと」が想定されている。特にアタリ地域では 2024年にも洪水被害が報告されており、

気候リスクは現実の脅威である。 

 一方で、本プロジェクトでは、「IWUA による排水・配水調整の管理体制整備（活動 2-4）」や、 

畔づくり、排水路整備、耐性品種の導入等の気候変動に配慮した稲作技術の普及（活動 1-1～1-5） 

といった気候リスク低減策が組み込まれている。さらに、作付けカレンダーと配水計画の策定（活

動 2-5）は、IWUA が MAAIF および郡政府と連携しながら、各期の気候変動リスクや水資源状況を

踏まえた灌漑調整計画を事前に整備する仕組みであり、プロジェクトのリスク緩和能力をさらに

高めた計画である。これらの活動を通じて、一定程度のリスク緩和と適応力強化が図られる設計

となっており、外部条件が致命的な制約とならないよう配慮されている。 

5.4. 効率性 

以下の要因から、本プロジェクトの効率性は、高いと見込まれる。 

5.4.1. 各成果の達成見込みと効率性 

本プロジェクトでは、以下の 3 つの成果を通じて農家主体の灌漑施設管理モデルの構築を図る。 

・成果 1：アタリ灌漑地域の農家の適正灌漑稲作技術の能力が向上する 

・成果 2：アタリ灌漑地域における灌漑施設の運営・維持管理能力が強化される 

・成果 3：中央政府と県行政関係者が協力し、隣接する灌漑地域において、実践的で農家主導の 

灌漑施設運営と維持管理のアプローチを試行し、有用な教訓が抽出される 

 

成果 1：アタリ灌漑地域の農家の適正灌漑稲作技術の能力が向上する 

 適正灌漑稲作技術には、種子選定、条植え、土地の均平化、畝作り、除草、施肥、収穫等が含ま

れ、本プロジェクトでは少なくとも 3 つの技術を農家が圃場で実践することを目標とする。普及

手法としては、ムソメサ（農民トレーナー）を中心としたカスケード方式が採用され、選出・訓

練されたムソメサから 260 人の農家への普及が見込まれており、少人数から多農家への効率的な

波及構造が設計されている。 

 

成果 2：アタリ灌漑地域における灌漑施設の運営・維持管理能力が強化される 

 賃貸農家と土地所有農家が混在するアタリ地域の実情を踏まえ、賃貸農家も IWUAに加入できる

仕組みを通じて、水利費徴収率 70％の達成に貢献する構造となっている。ジェンダー面でも、IWUA

の意思決定機関に女性が 1/3 以上参画することが目指されており、多様な農家が制度の持続に参

画する体制が計画されている。また、配水計画の策定と作付け調整を通じて、農家が納得できる

O&M（運営維持管理）体制が構築される見込みであり、制度・技術の両面からの実効性が期待され
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る。 

 

成果 3：中央政府と県行政関係者が協力し、隣接する灌漑地域において、実践的で農家主導の灌

漑施設運営と維持管理のアプローチを試行し、有用な教訓が抽出される 

 本成果では、隣接する灌漑地域（主にシロンコ・アチョマイやンゲンゲ）において、農家主導

による施設運営モデルを実践的に試行し、その過程から得られる教訓をもとに、全国展開可能な

汎用モデルの構築を目指す。 

シロンコ・アチョマイ灌漑地区では、施設は完成間近であるものの、IWUA や By-Law は未整備

で、地方行政（特にブケデア県）の関与も限定的である。こうした状況に対して、MAAIF は暫定的

な管理体制（CMB）を敷いており、制度導入初期における段階的な体制構築や行政の巻き込みプロ

セスを検証する機会となる。 

一方、ンゲンゲ灌漑地区は MAAIF ではなく MWE の管轄下にあり、IWUAや ISOといった制度は一

通り整備されている。しかし、水利費の徴収や施設維持の実践は進んでおらず、制度の“機能化”

と持続的な運営体制の確立が課題となっている。農民参加と協働体制の再構築、意識の醸成とい

ったソフト面の強化が示唆される。 

これらの異なる事例は、それぞれの制度導入段階に応じた現場課題と成功要因を補完的に示し

ており、プロジェクトが目指すモデルの現実適応性を高めるうえで、極めて有益な学習機会を提

供する。 

 

5.4.2. 投入内容の妥当性と効率性 

本プロジェクトでは、フェーズ 1で育成・訓練された人材（AO、IWUA 幹部、農家トレーナーで

あるムソメサ）や、策定済みの By-Law・管理体制などを活用することで、新たな制度構築や人材

育成にかかるリソースを最小限に抑えることができる。また、既存の制度枠組みや地方政府の行

政構造に則って展開されることにより、新たな制度を一から立ち上げる必要がなく、投入の効率

性が高い。 

 

5.4.3.  JICAの他プロジェクトとの連携 

JICA により実施中の技術協力プロジェクト『持続的なコメ振興プロジェクト（Eco-PRiDe）』は、

灌漑稲作技術に関する研修教材の開発が進められており、本プロジェクトでもこれを活用するこ

とで、教材開発コストの削減と整合性の高い指導内容の共有が可能である。また、Eco-PRiDeの対

象農家がアタリ周辺地域に移動・定着している事例も確認されており、既存技術の自然な波及が

効率的な普及を後押しする要素となる。 

5.5. インパクト 

 以下の要因から、本プロジェクトのインパクトは中程度と見込まれる。 
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5.5.1. 上位目標の達成見込み 

アタリ地域で展開されるモデルは、技術・制度・普及体制の 3 要素が揃った構造であり、論理

的には他地域展開が可能な汎用性のある内容である。一方で、その適用を実現するためには、以

下の制度的・組織的課題が存在する： 

・MAAIF と MWE 間の役割分担が依然として不明確であり、特にンゲンゲ灌漑地区をめぐっては両

省の立場に相違がある。 

・MAAIF の予算確保能力および人的リソースの面で、持続的な制度運用が困難な可能性がある。 

・本プロジェクト終了後に“他地域”の一つとしてンゲンゲ灌漑地区でウガンダ政府がモデルを

展開していく場合、本プロジェクト期間内に、DAIMWAP と MWE 間での協調体制の醸成と合意形成

が進むことが不可欠である。 

 

5.5.2. 上位目標達成以外の想定されるインパクト 

（１） プラスのインパクト 

・政策面：DAIMWAP や地方政府による IWUA 制度への理解が深まり、灌漑施設の運営維持管理に関

する制度整備が進展する可能性がある。 

・技術面：ムソメサを通じた稲作技術の普及により、地域内外の農家の技術水準が向上する。 

・社会面：IWUA への女性参画促進、農家の協働作業（灌漑施設管理）を通じた地域内の社会関係

資本の強化が期待される。 

・環境面：均平化や適正灌漑技術の普及により、過剰灌漑や不適切な水利用の削減につながる可

能性がある。 

 

（２） マイナスのインパクト 

本調査時点では、明確な負のインパクトは想定されていない。ただし、例えば土地賃借の不安

定性や、IWUA のリーダー層と非メンバー農家との意識差や、ブランブリ県とクウェーン県の活動

の達成度の差が顕在化する場合には、制度運営におけるあつれきが生じるリスクとなりうる点に

は留意が必要である。 

 

5.5.3. 上位目標達成のための外部条件 

上位目標達成（モデルの他地域展開）には、DAIMWAPの制度的リーダーシップと MWE との調整体

制の確立が必要不可欠である。しかしながら、これらは本プロジェクト自身がアプローチの中核

に据えている要素であり、現時点では「外部条件」としては整理されない。 

 また、ウガンダ政府による灌漑稲作振興政策や National Irrigation Policy 等が引き続き維持

されていくことが想定されるため、制度的な政策リスクは相対的に低いと判断される。 
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5.6. 持続性 

 以下の観点から、本プロジェクトの持続性は中程度と見込まれる。 

5.6.1. 制度・政策面の持続性 

（１） 稲作関連政策の継続性 

ウガンダでは灌漑稲作の歴史は浅く、現在も稼働中の灌漑スキームは 10か所程度にとどまって

いるが、コメは国民にとって重要な換金作物であり、生産量の 9 割以上が販売目的である。この

ため、稲作振興政策は今後も継続されると考えられ、CARD 第一期参加国として NRDS-IIでは、2030

年までの生産量拡大（未精米換算で 663,000 トン）が目標とされている。また、アタリ灌漑地域

における「農家主導による灌漑施設管理モデル」は、地域ニーズに合致しており、農家からの期

待も高く、制度的に定着する可能性は高いと評価される。 

 

（２） 制度の枠組み 

IWUA（灌漑用水利組合）の構築、By-Lawの整備、ムソメサ（農民トレーナー）制度の導入など、

持続的な組織・制度の枠組みがプロジェクト内に明示されており、制度的な設計は適切である。

一方で、制度の運用にあたる中央・県レベルの組織は、人的・財政的に脆弱であり、制度を支え

る行政能力には限界があるため、段階的な伴走支援が不可欠である。なお、ンゲンゲ灌漑地区お

よびシロンコ・アチョマイ灌漑地区での活動は、モデル構築のための試行的な位置づけにあり、

持続性は必ずしも求められていない。 

 

5.6.2. 財政面の持続性 

（１） MAAIF（中央政府） 

MAAIF を含む農業セクターへの国家予算配分は、近年 1.6～3.7％程度32にとどまっており、農業

省単独の予算規模は決して十分とは言えない脆弱な状況である。DAIMWAP が単独で技術普及や灌

漑管理を担うには財政的制約が大きい。そのため、本プロジェクトでは農民間普及（Farmer to 

Farmer）を推進し、持続的な技術伝播体制の確立を補完的手段と位置付けている。 

 

（２） 県行政と普及人材 

県レベルの予算措置や指導体制の持続性には制度的・財政的制約が大きく、現地調査でも県職

員の不足が確認されており、プロジェクト終了後の施設管理体制維持には不透明性が残る。各県

には灌漑技術者や営農担当官が 1 名ずつ配置されているにとどまり、AO（農業普及官）も各サブ

カウンティに 1名配置で、1人あたり 1,000 人以上の農家を担当している状況である。 

フェーズ 1 では、AO や AE を対象とした稲作技術研修が複数回実施され、少なくとも延べ 4 名

 
32 https://www.harvestmoney.co.ug/inside-the-sh644b-allocated-to-agriculture/?utm_source=chatgpt.com 
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以上の AO が技術研修に参加した。さらに農家と合同で実施された研修には、延べ 100 名以上が参

加しており、AO の継続的な能力強化に加え、農民間普及への布石ともなっている33。継続的な能

力向上が必要であり、県行政内での灌漑関連予算の正当性・必要性を共有・説明する支援が求め

られる。 

 

（３） 農民のニーズと行動 

アタリでは、無償資金協力により灌漑施設の完工が待たれており、灌漑稲作に対する農家の期

待は高い。一方、ンゲンゲでは完工 5年後にも関わらず、IWUA の機能不全や施設の破損が目立ち、

MWE から派遣された ISO も管理に苦慮している。シロンコ・アチョマイでは AfDB 支援による整備

完了が見込まれており、一部圃場では既に Doho出身農家による稲作が始まっている。農家の技術

導入意欲は高く、条植えの実践も確認されており、今後の普及に可能性がある。 

 

5.6.3. 技術面の持続性 

プロジェクト終了後も、小規模農家が維持可能な技術・機材の選定が前提とされており、栽培

技術や農機具は現地に適したものが選ばれている。また、地域によって使用言語が異なることか

ら、ガイドブックの多言語対応、双方向（指導者・農家）向け構成などの工夫が持続活用の鍵を

握る。これらを DAIMWAP が主体的に関与して作成・普及することで、制度的・技術的持続性の確

保が期待される。 

 

5.6.4. 社会・ジェンダー・環境面の持続性 

（１） 地域内コンフリクト 

プロジェクト対象地域は複数の民族・文化的背景を持つ住民が共存しており、IWUA や共同作業

体制を通じた調整努力が継続的に求められる。 

 

（２） 女性の参画と地位向上 

IWUA の意思決定組織では女性の 1/3以上参画を目指す方針が設定されており、地域における女

性の役割強化と参加機会の増加が期待される。 

 

（３） 環境と気候変動への配慮 

普及予定の技術は、環境負荷が小さいことを前提として選定されており、気候リスクに対する

意識も農家・行政官ともに一定程度確認されている。具体的な技術選定時において、リスク軽減

策と技術導入の連動が意識されることが重要である。 

以上 

 
33 フェーズ 1 提供資料 











































































 

   

 

事業事前評価表 

   国際協力機構 経済開発部 

農業・農村開発第二グループ第四チーム 

 

１．案件名（国名）                            

国 名： ウガンダ共和国（ウガンダ） 

案件名： 和名 アタリ流域地域灌漑施設維持管理能力強化プロジェクトフェーズ２ 

英名 The Project for Sustainable Utilization, Operation and Management of 

Irrigation System in Atari Basin Area Phase 2 

 

２．事業の背景と必要性                       

（1）当該国における農業セクターの開発の現状・課題及び本事業の位置づけ 

ウガンダの農業セクターは同国 GDPの 24.7%1、就業人口の 62.3%2を占めており、ウガ

ンダの経済において重要なセクターとして位置付けられる。しかし、ウガンダでは耕作可能

な土地の大部分において換金性の低い農作物を取り扱う自給自足型農業が行われており、灌

漑、施肥、農薬散布といった改良農法の導入が少ない。また、ウガンダ農業のほとんどは天

水依存のため、気候変動の影響を受けやすく、年間を通して生産性の向上に限界がある。耕

作地の非効率的な利用、機械化率の低さ、市場との繋がりの弱さにより潜在的なポテンシャ

ルを十分に活かしきれていない現状にある。このような状況の下、ウガンダ政府は、利用可

能な土地と水資源を適切に利用して、農業生産と生産性を高め、食糧安全保障、富と雇用の

創出、輸出促進に効果的に貢献するための開発と実施を計画3しており、機械化と灌漑シス

テムの導入を通じた自給自足型農業から商業型農業への変革を目指している。 

ウガンダにおいてこれまでに開発された灌漑面積は約 1.4 万 ha であり、ウガンダの灌漑

開発可能面積（約 300 万 ha）の 0.5%に過ぎない4。近年、安定的な農業生産の促進を目的

として、ウガンダ全土において新たに 22 の灌漑施設の建設が予定されている。しかしなが

ら、過去に建設された施設においては、水利組合（Irrigation Water Users’Assosiation：IWUA）

などの灌漑施設管理組織が十分に機能しておらず、施設の適切な利用や修繕が行われないま

ま、劣化が進行する事例もみられる。これは、施設完成後の運営・維持管理に必要な制度的

枠組みが整っていないことに起因しており、ウガンダにおける灌漑施設利用の課題となって

いる。複数の関係者（政府、民間企業、市民）が関与する灌漑分野において、ウガンダの既

存の制度及び法的枠組みが灌漑分野の抱える問題に対して十分機能しておらず、誰がどのよ

 
1 Uganda Bureau of Statistics 2023/24: uganda profile - Uganda Bureau of Statistics  

2 National Population and Housing Census 2024: National-Population-and-Housing-Census-2024-Final-Report-Volume-1-

Main.pdf   

3 National Irrigation Policy 2017: National-Irrigation-Policy-2017.pdf  

4 Republic of Uganda 2024: Consultancy Services for Formulation of a National Irrigation Master Plan for 

Uganda 2024 

https://www.ubos.org/uganda-profile/
https://www.ubos.org/wp-content/uploads/2024/12/National-Population-and-Housing-Census-2024-Final-Report-Volume-1-Main.pdf
https://www.ubos.org/wp-content/uploads/2024/12/National-Population-and-Housing-Census-2024-Final-Report-Volume-1-Main.pdf
https://acsa-ug.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/09/National-Irrigation-Policy-2017.pdf


 

   

 

うな役割を果たすのかという、関係者間における灌漑施設の維持管理における役割と責任が

不明確であることが、灌漑能力開発に向けた国家的な取り組みに影響を及ぼしている。また、

ウガンダでは農家組織である水利組合が末端灌漑施設の操作運営／維持管理を行うよう定

められており、行政は水利組合運営に係る監督及び技術支援を行うことになっている。しか

しながら、農家に対して灌漑施設の効率的な活用及び持続的な維持管理体制の構築を図る技

術支援を実施するための行政の知見が不足している。 

上記の課題を解決するため、我が国はウガンダ政府の要請に基づき開発計画調査型技術協

力「ウガンダ中央部・東部地域灌漑地区開発計画プロジェクト」（2014年～2016年）を実

施した。その結果をもとに、単位面積当たりの農業生産性の比較優位性があるアタリ地区を

対象に無償資金協力「アタリ流域地域灌漑施設整備計画」（2018年～2026年）（以下「ア

タリ無償プロジェクト」）を通じて灌漑施設の整備を進めている。併せて、技術協力「アタ

リ流域地域灌漑施設維持管理能力強化プロジェクト」（2021年～2026年）（以下、「フェ

ーズ１」）が実施されており、フェーズ１では水利組合の設立および水利組合員の能力強化

や稲作栽培研修を通じた収量の向上や農家主体による施設維持管理体制の基盤形成といっ

た成果が達成されている。 

しかしながら、フェーズ１において実施された活動（稲作技術研修、水利組合設立支援等）

に対し、農家からは新設される灌漑施設において継続的な技術支援および組織運営能力の強

化の要望が高く、灌漑施設の維持管理に関して、制度面・技術面・人材面の複合的な課題が

存在するため、地方行政職員も施設の適切な活用および農家との協働体制構築に対する技術

的な支援を求めている。現在省庁からの外部委託による技術支援や施設のハード面に関する

支援や研修が行われているものの、部分的な支援では十分な解決が見込めず、地域に根差し

た持続可能な管理モデルの定着は困難な状況にある。 

このような状況のもと、ウガンダ政府は、現地の状況に応じた水利組合を中心とする農家

主体での灌漑施設維持管理を目指し、実践的な灌漑維持管理システムを構築するために「ア

タリ流域地域灌漑施設維持管理能力強化プロジェクトフェーズ２」（以下、「本事業」）の

実施を我が国に要請した。 

  

（２）ウガンダに対する我が国及び JICAの協力方針と本事業の位置づけ、課題別事業戦略

における本事業の位置づけ 

ウガンダ政府が 2013 年に制定した長期国家開発戦略 Uganda Vision 2040 は、農業分野

において農産物加工を通じた付加価値の向上を優先事項とし、「農村社会から現代的で豊か

な国への変革」を 30年で実現することを目指している。さらに、National Development Plan 

Ⅳ（2025/26-2029/30）において、経済成長に寄与する高いインパクトが期待できる成長分

野の開発に焦点を当てており、これらの分野のひとつに農業が含まれている。特に農業産業

化により農産物の価値を高めることを目指しており、農業の付加価値化は、持続可能な国の

成長において必要不可欠な要素と位置付けている。農産物の付加価値を向上させるために、

インフラの開発と運用や、収穫および収穫後処理の強化、国際市場向けの農産物の生産性と

競争力の向上等の強化が求められている。 



 

   

 

我が国の対ウガンダ共和国国別開発協力方針（2023 年 9 月）では、「経済成長を通じた

貧困削減と地域格差是正」の基本方針（大目標）とし、その実現に向けた重点分野（中目標）

として「産業振興・基盤強化」が掲げられている。中でも農業分野においては、農業生産に

係るバリューチェーン強化が重視されており、コメの品質や生産性の向上が重要な取り組み

として位置づけられている。また、ウガンダは TICAD IVにおいて立ち上げられた「アフリ

カ稲作振興のための共同体（CARD）」の加盟国の一つであり、本事業は JICA の課題別事

業戦略、グローバルアジェンダ「農業・農村開発」内の CARD の取り組みに位置付けられ

る。 

さらに、JICAが策定した、対ウガンダ共和国 JICA国別分析ペーパー（2025 年 3 月）の

JICA の協力方針においても、近代的な灌漑施設の建設整備及び持続的な施設維持管理体制

の構築・普及等を通じて、安定的なコメ生産や気候変動対策（適応）にも貢献するとしてい

る。この点に関し、本事業は、気候変動が農業・農村分野へ及ぼす影響及び事業が気候変動

に及ぼす影響を明確にし、JICA 関係者が具体的な取組を推進するための方向性を示す目的

で策定された「農業・農村開発協力における気候変動対策の取組戦略」（2024年 10月）に

も整合するものである。加えて、本事業は持続的な稲作技術の開発・普及を通じて農家の栽

培技術レベル向上・所得向上に資するものであり、SDGs ゴール 2「飢餓撲滅、食料安全保

障、栄養の改善、持続可能な農業の促進」及びゴール 12「持続可能な消費と生産パターン

の確保」、ゴール 13「気候変動への対応」に貢献するものである。 また、本事業は灌漑施

設建設によるインフラ強靭化を行うという同国のパリ協定に基づく「自国が決定する貢献

（NDC）」における目標と整合するものである。 

JICAはウガンダのコメ振興を 2003年以降一貫して支援しており、現在はコメの研究・普

及を行う技術協力「持続的なコメ振興プロジェクト」（2024年～2029年）（以下、「Eco-

PRiDe」）を実施している。また、相手国実施機関には個別専門家「農業計画アドバイザー」

も派遣中である。さらに本事業の対象地域では、開発計画調査型技術協力「ウガンダ中央部・

東部地域灌漑地区開発計画プロジェクト」（2014 年～2016 年）を実施し、2018 年以降に

アタリ無償プロジェクトを実施している。このアタリ無償プロジェクトによる灌漑施設建設

の持続可能な利用・運営・管理を支援するためフェーズ１が形成され、現在実施中である。

当初フェーズ１とアタリ無償プロジェクトは同時に実施することが想定されていたが、コロ

ナ禍等の要因により、アタリ無償プロジェクトは計画通りには開始されず、その結果、フェ

ーズ１の近代的な灌漑施設を利用した灌漑施設管理の活動は限られたものとなった。今後予

定されるアタリ無償プロジェクトによる灌漑施設の完成に伴い、水利組合の組成および灌漑

施設の維持管理能力の強化の重要性は益々高まっており、灌漑施設の持続的な運営を確保し、

他の灌漑地区に成果・教訓が共有されるためにも、本事業は極めて重要である。 

 

（３）他の援助機関の対応 

アフリカ開発銀行が「Farm Income Enhancement and Forestry Conservation Program 2

（2016 年～2025 年）」を通じて灌漑施設の改修及び建設支援を行っている。世界銀行は、

「Agriculture Cluster Development Project（2017年～2024年）」にて、クーポン配布によ



 

   

 

る資機材調達支援や研修を通じた農家の能力強化を実施しており、コメは対象作物の 1 つ

に選ばれていた。また、イスラム開発銀行は「Enhancing National Food Security through 

Increased Rice Production Project（2016年～2022年）」を実施し、大規模な灌漑施設の開

発を支援していた。これらの事業と本事業との重複はなく、アフリカ開発銀行が改修および

建設支援した灌漑施設の一部にて、本事業の水利組織能力強化に係る活動の実施が予定され

ており相乗効果が期待される。 

        

３．事業概要                             

（１） 事業目的  

本事業はウガンダ国東部に位置するアタリ灌漑地区において、農家の灌漑稲作技術の習

得、参加型水管理に沿った水利組合の能力強化、そして近隣灌漑地区における実践的な

農民主体の灌漑維持管理手法の試行を通して有用な教訓を抽出することにより、農家主

導の灌漑施設維持管理モデルの確立を図り、もってプロジェクトで確立された稲作技術

と農家主導の灌漑施設維持管理モデルの他灌漑地区への適用に寄与するもの。 

 

（２） プロジェクトサイト／対象地域名  

東部ブランブリ県及びクウェーン県に跨るアタリ灌漑地区を中心にシロンコ・アチョマ

イ灌漑地区、ンゲンゲ灌漑地区も含め活動を実施する。プロジェクトオフィスはクウェ

ーン県ンゲンゲ準郡を拠点とする。 

 

（３）本事業の受益者（ターゲットグループ） 

直接受益者：  

 アタリ流域地域灌漑利用農家 （400戸） 

 農業畜産水産省（MAAIF：Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries）

行政官（8人） 

 水環境省（Ministry of Water and Environment）（2人） 

 県行政官（ブランブリ県 3人、クウェーン県 3人、ブケデア県 3人） 

 郡行政官（ブランブリ県ブムフニ郡 3人、クウェーン県ンゲンゲ郡 2人、ブケデ

ア県カムトゥール郡 2人） 

最終受益者：プロジェクトサイトの農家等（15,800人） 

 

（４） 総事業費（日本側）：3.8億円 

   

（５） 事業実施期間 

    2026年 3月～2030年 2月を予定（計 48カ月） 

 

（６） 事業実施体制 

• 農業畜産水産省 農業施設・機械化・農業生産水利局（DAIMWAP： Department of 



 

   

 

Agricultural Infrastructure, Mechanization and Water for Agricultural Production, 

MAAIF）：責任機関及び実施機関として、各県庁と共同し、各灌漑地区における活動を

実施する 

• ブランブリ県行政府およびブムフニ郡：実施機関として、アタリ灌漑地区における活動

を実施する 

• クウェーン県行政府およびンゲンゲ郡：実施機関として、アタリ灌漑地区及びンゲンゲ

灌漑地区における活動を実施する 

• ブケデア県行政府およびカムトゥール郡：実施機関として、シロンコ・アチョマイ灌漑

地区における活動を実施する 

 

 

（７） 投入（インプット）    

１） 日本側 

① 長期専門家派遣（合計約 138 人月）：チーフアドバイザー/稲作技術、業務調整/連携

強化、灌漑地区運営管理（1年目後半から派遣想定）  

② 短期専門家派遣：必要に応じて派遣 

③ 供与機材・施設：プロジェクト車両、事務機器、農業資機材、その他必要な機材 

④ 本邦研修及び第三国研修：必要に応じて実施 

⑤ 活動に必要な経費：アタリ及びムバレプロジェクト事務所の維持管理費、光熱費、現

地傭人など 

２） ウガンダ国側 

① カウンターパートの配置：MAAIFの担当官、各県および郡のカウンターパート等 

② 案件実施のためのサービスや施設、現地経費の提供 

・アタリプロジェクト事務所（電気や水道の設備を含む事務所スペース） 

・ムバレプロジェクト事務所（事務所家具を含む事務所スペース） 

・シロンコ・アチョマイ事務所（事務所家具を含む事務所スペース及び光熱費） 

・JICAの投入を除く現地経費 

    

（８） 他事業、他開発協力機関等との連携・役割分担 

１）我が国の援助活動 

Eco-PRiDe を通じて支援を行っている国立作物資源研究所が有する研修コンテンツ

や教材（コメ栽培技術や病害虫対策など）を適宜活用することが可能である。加えて

Eco-PRiDeでは、農家指導員（ムソメサ）を中心に近隣農家への栽培指導を行う農民

間普及手法（MFS：Musomesa Field School）が確立されており、本事業においても、

MFSを普及手法として採用することが想定される。また、アタリ無償プロジェクトの

一環として、ソフトコンポーネントの実施が計画されている。同ソフトコンポーネン

トにおいて灌漑圃場の整備や維持管理に関する技術指導が行なわれる予定であり、本

事業との連携が期待される。連携により研修内容の充実化を図ることで、農業従事者



 

   

 

の多様なニーズに対応した実践的かつ応用的な知識の提供が可能となり、研修の効果

を一層高めることができる。 

２）他の開発協力機関等の援助活動 

アフリカ開発銀行、イスラム開発銀行、世界銀行のプロジェクトと主に実施機関を通

じた情報交換や知見共有は想定されるものの、本事業実施に係る連携や役割分担を伴

う活動は想定されない。 

 

（９） 環境社会配慮・横断的事項・ジェンダー分類 

１）環境社会配慮    

① カテゴリ分類：C 

② カテゴリ分類の根拠：本事業は、「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」（2022

年 1 月公布）上、環境への望ましくない影響は最小限であると判断されるため、カ

テゴリ Cに該当する。 

２）横断的事項 

本事業は、水利用関係者の能力強化により気候変動の負の影響に強靭な灌漑稲作の推

進が期待されることから、気候変動適応策に資する可能性がある。なお、適応策の裨

益人口は 15,800人 である。 

３）ジェンダー分類：【ジェンダー案件】GI(S)ジェンダー活動統合案件 

＜活動内容／分類理由＞  

調査にて、水利組合役員のうち女性は 20名中 4名と 20%であり、役員選出の要件で

ある農地所有や識字などが女性選出の障壁となっていることが判明した。これらの課

題に対し、水利組合規約の改訂において女性役員の最低比率（クオータ）の設定や農

地所有要件の見直し等を通じて、水利組合の意思決定における女性の参画を促進する

ため。また、水利組合への女性農家参画を促進する具体的活動を計画していることに

加え、農家の中でも特に参加が困難とされる女性や高齢農民等の社会的弱者にも配慮

し、研修の時間帯や場所の適切な設定に留意する。 

 

（１０）その他特記事項：特になし。   

    

４．事業の枠組み                          

（１） 上位目標：プロジェクトで確立された稲作技術と灌漑計画管理モデルが、他の灌漑 

地域に活用される 

指標 1：モデルの主要な要素が他の灌漑地区においても実践される。 

指標 2：水利組合管理のためのブロックベースの責任体制や、農家間での灌漑稲作 

技術の知識が他の地域に共有される 

 

（２） プロジェクト目標： 水利組合を通じた灌漑施設の運営・維持管理  

を行う農家主導のモデルが確立される  



 

   

 

     指標 1：アタリ灌漑地区において、水利費の徴収率が 70%以上になる 

指標 2：アタリ灌漑地区において、プロジェクト対象農家の平均コメ収量が XXト 

ン/haから YYトン/haに増える 

    指標 3：アタリ灌漑地区において、灌漑稲作の作付面積が XXhaに達し、総灌漑可 

能面積 520haの YY%を占める 

 

（３） 成果： 

 成果 1：アタリ灌漑地区の農家の適正灌漑稲作技術の能力が向上する 

   成果 2：アタリ灌漑地区における灌漑施設の運営・維持管理能力が強化される 

成果 3：中央政府と県行政関係者が協力し、ンゲンゲ灌漑地区、シロンコ・アチョ 

マイ灌漑地区に、実践的で農家主導の灌漑施設運営と維持管理のアプロ    

ーチを試行し、有用な教訓が抽出される 

 

（４） 活動 

0-1. ベースライン調査とエンドライン調査を実施する 

0-2. 第 1フェーズの活動状況を確認する 

 

1-1. 農家を対象に灌漑稲作研修を実施する 

1-2. ムソメサ（農家指導員）を選定する 

1-3. 農家間アプローチ（MFS）により農家向け研修を実施する 

1-4. 農家のための灌漑稲作に関する研修カリキュラムを見直す 

1-5. モデルサイトで展示圃場、試験、種子増殖を実施する 

1-6. 農家のニーズに基づき、市場調査や共同販売などのマーケティング活動を実

施する 

 

2-1. 農家を対象とした水利組合に関する啓発活動を実施する 

2-2. コミュニティの結束を強化するための共同活動を促進する 

2-3. 対象灌漑地区担当の県職員および水利組合メンバーを対象に、施設運営（財

務管理、総務、灌漑施設維持管理を含む）に関する能力向上研修を実施する 

2-4. 規約に従ってブロックリーダーとサブブロックリーダーを選出する 

2-5. 水利組合が MAAIF と協力し、郡政府の支援を受けて、各期ごとに作付けカ

レンダーと配水計画を策定する 

2-6. 水利組合メンバー/農家が各ブロックで圃場用水路を設置する 

2-7. 他国やウガンダ国内の灌漑施設への視察ツアーを実施し、参加型灌漑管理の

理解を深める  

2-8. 水利組合規約にジェンダーの視点を反映させるよう改定する 

 

3-1. ンゲンゲとシロンコ・アチョマイの新たな対象灌漑地区における現在の課題



 

   

 

を、ベースライン調査を通じて特定する 

3-2. 水利組合メンバーの意識向上を図る 

3-3. ンゲンゲとシロンコ・アチョマイ灌漑地区において、稲作栽培研修を実施す

る 

3-4. ンゲンゲとシロンコ・アチョマイの灌漑地区における水利組合を対象とした

水管理研修を実施する 

3-5. 3つの灌漑地区間で交流訪問を実施する 

3-6. 中央政府と県政府職員が対象灌漑地区における水利組合の活動をモニタリ

ングする 

3-7. ジェンダー視点を取り入れた全国水利組合ガイドラインを見直し、改定する 

3-8. 協議委員会会議を開催する 

５．前提条件・外部条件                            

（１） 前提条件 

・アタリ無償プロジェクトで建設された灌漑施設が地域住民によって適切に運用される 

（２） 外部条件  

・深刻な洪水や干ばつによる深刻な被害が発生しない 

６．過去の類似案件の教訓と本事業への適用                       

（１）類似案件の評価結果 

タンザニア連合共和国等での灌漑分野の事業実施の教訓として、末端施設整備計画、水利組

合の設立・機能化が灌漑案件の効果発現の必須条件であり、施設整備と維持管理能力向上の

連携が不可欠であることが示されている。さらに、マラウイ共和国「第二次ブワンジェバレ

ー灌漑施設復旧計画」（2003年-2006年）の事後評価等では、事前調査の正確な実施、ソフ

トとハードの総合的な支援、受益者の理解や実施機関の関与の促進等が、事業の効果発現に

有効に働いたと指摘されている。 

 

（２）本事業への教訓 

本事業においても、技術協力による水利組合の設立・機能化等設備の維持管理能力強化と無

償資金協力による施設整備と連携し、総合的な支援を実施する。さらに、アタリ無償プロジ

ェクトは既に開始しているため、本事業の調査段階から農家等受益者の理解醸成や実施機関

の関与を図る。 

７．評価結果                                    

本事業は、当国の開発課題・開発政策並びに我が国及び JICA の協力方針・分析に合致し、 

ウガンダで実践可能な灌漑維持管理システムをアタリ灌漑地区にて構築し他灌漑スキーム

への適用に資するものであり、SDGsゴール 2「飢餓撲滅、食料安全保障、栄養の改善、持

続可能な農業の促進」、ゴール 12「持続可能な消費と生産パターンの確保」、ゴール 13「気

候変動への対応」に貢献すると考えられることから、事業の実施を支援する必要性は高い。 

８．今後の評価計画                                 

（１） 今後の評価に用いる主な指標      



 

   

 

４．のとおり。   

（２） 今後の評価スケジュール    

事業開始 3カ月以内  ベースライン調査   

事業終了 3年後    事後評価    

以上 



Tentative Schedule
Activities

29-Jun Sun Arrival in Entebbe

30-Jun Mon

0930-1030 Meeting with JICA Uganda Office (SR and Murayama)

1145-1200 Meeting with DAIMWAP((Eng. Benon)

1400-1530  Meetin with MWE in Kampala (Assit Commissioner Kato (DWfP))

1-Jul Tue

0900-1000  Meeting with DAIMWAP, MAAIF in Kampala

1100-1130  Meeting with DCP, MAAIF in Kampala

1340- 1400 Meeting with DAIMWAP(Eng. Benon,)

2-Jul Wed

1100-1200  Meeting with Meteorological agency

PM:Move to Mbale

Meeting with Experts@Mbale

3-Jul Thu
1100-1200  Visit to Kween District office

13:00-1500 Visit to Bulambuli District office

4-Jul Fri

Visit to Achomai irrigation Scheme

1000-1100 Interview to AE and AO Interview to Block Leaders and

Meeting with experts

5-Jul Sat Prepare document

6-Jul Sun Prepare document

7-Jul Mon
AM:Visit to Doho irrigation Scheme

PM:Visit to Atari TCP Office

8-Jul Tue
1030-1130 MoWE Mbale regional office

1300-1600 Ngenge irrigation scheme(ISO、農業組合、水利組合）

9-Jul Wed

0930-1100  Interview farmers ATARI

1100-1200  Interview IWUA members ATARI

1200-1300  Interview AO ATARI

14:00  Visit to Ngenge irrigation scheme（施設見学）

15:00  (Atari irrigation scheme施設見学)

10-Jul Thu

Meeting with project experts

 Discussion on PDM

Prepare document

11-Jul Fri Discussion on M/M with C/Ps

12-Jul Sat Move to Kampala

13-Jul Sun Prepare document

14-Jul Mon
1100-1200 Meeting with MWE

Prepare Document

15-Jul Tue
Prepare Document

1500-1600 Discussion on MM with DAIMWAP(Commissioner)

16-Jul Wed

9000-0945 Interview Ngenge AO

9000-1030 Meeting with AVCP(MAAIF)

1100-1200 Meeting with DAP(MAAIF)

17-Jul Thu
1000-1100 (TBC) Courtesy call to MoFPED（財務省表敬訪問）

MM Finalization

18-Jul Fri

930-1030 Report to JICA Uganda office

1200-1300 Move from Kampala to Entebbe airport

Departure from Entebbe
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付属資料４　　気候リスク情報整理

評価カテゴリ 情報項目 現時点の記載内容 出典資料 コメント・備考 優先度
（高・中・低）

工程分類 情報取得方法
（Desk/Field）

曝露 関連インフラ（道
路、水路等）

対象地域には幹線道路から分岐する未舗装
道路が通じており、アクセスは季節によって
制限を受けることがある。計画では取水施
設、幹線・二次・三次水路、排水路、管理用
道路等が整備される。

協力準備調査報告
書（表1-2-2-1、3-2-
2章）

インフラ整備（道路、
水路）はOutputsの維
持管理計画に影響。
災害でアクセスが絶
たれた場合の代替手
段も検討必要。

高 水田インフラ Field

曝露 対象地の地形
（低地、沿岸部、
山岳地など）

対象地域はエルゴン山麓に位置し、高地か
ら中低地へと傾斜する地形。一部は丘陵地
帯であるが、灌漑対象地は比較的緩やかな
傾斜の農地。

協力準備調査報告
書

地形条件は用水計画
や堤防設計に直結。
特に洪水対策や排水
設計と関係が深く、維
持管理責任の所在を
明確に。

低 水田インフラ Desk

曝露 立地環境（交通
アクセス、土地
利用）

主要幹線道路からは距離があるが、地域内
には未舗装道路が通じておりアクセスは限
定的。土地利用は主に農地で占められ、用
水路沿いに居住集落が点在。

協力準備調査報告
書

低 水田インフラ Desk

曝露 社会経済状況
（裨益人口、経
済活動）

アタリ地域の裨益対象となるのは主にブラン
プリ県およびクウェン県の農民であり、主な
生計手段は稲作・畑作を中心とした農業。裨
益人口は両県合計で約5,000世帯と推定さ
れ、主な経済活動は小規模農業に加え、一
部に家畜飼育とローカル市場での販売。
PDMの影響で農業支援が下位行政区に浸
透しつつある。

要請案件調査票、協
力準備調査報告書、
PDM政策文書

中 その他 Desk

気候ハザード 過去の気象・災
害記録

本地域では過去10年間に干ばつと洪水の両
方が発生しており、特に2020年と2022年に
は洪水による農作物被害が報告されてい
る。また、雨季の不安定さによる作付けの失
敗も複数年観察されている。

要請案件調査票、
Uganda
Meteorological
Authority報告

過去災害履歴はリス
ク評価や維持管理の
優先順位設定に影
響。維持管理システ
ム構築時の基礎情
報。

高 気候ハザード Field

気候ハザード 現在の気象情
報

年間降雨量は地域により異なるが、ブジン
ヤンヤにおける平均降水量は約1,200mm程
度で、二峰性の降雨パターンを示す。乾季
（12～2月、6～8月）と雨季（3～5月、9～11
月）が明瞭。

協力準備調査報告
書（図 2-2-2-3）

気候パターンの現状
把握はフェーズ2での
配水・作付計画の基
礎に。現地観測体制
の整備も検討。

中 気候ハザード Desk

気候ハザード 自然災害情報
（ハザードマップ
等）

本地域は過去に洪水・干ばつの被害を受け
た歴史があり、特に低地および川沿い地域
でリスクが高い。2020年と2022年にはアタリ
川流域で農作物に深刻な洪水被害が報告さ
れている。

協力準備調査報告
書、Uganda
Meteorological
Authority

災害に脆弱な箇所の
マッピングが重要。水
利組合による自己管
理能力とのリンクに
留意。

中 その他 Desk

気候ハザード 国際報告（IPCC
等）の記載

IPCC AR6では、東アフリカ地域において気
温上昇と降水量変動の増加が報告されてお
り、洪水や干ばつの頻度が増す傾向にあ
る。

IPCC AR6（2021） 長期的には水利組合
が気候変動リスクに
対応する必要あり。
OJTやマニュアル整
備の対象に含めると
よい。

低 その他 Desk

気候ハザード NDC、NAP、LT-
LEDS等の国家
文書

ウガンダのNDCでは、農業・水資源分野にお
ける適応対策を優先事項として掲げており、
灌漑の導入と管理能力の強化が明記されて
いる。

Uganda NDC（2022年
版）

国家政策との整合性
はJICA支援の正当性
担保とPDM全体の実
行可能性判断に影
響。

中 その他 Desk

気候ハザード 将来気候予測
（SSP等）

IPCC AR6に基づくSSPシナリオによると、ウ
ガンダを含む東アフリカ地域では、21世紀中
頃にかけて気温はおおよそ+2.1～3.5℃
（SSP2-4.5）上昇するとされている。降雨は
地域によってばらつきがあり、集中豪雨の増
加と乾季の長期化が示唆されている。特に
稲作への影響としては、水不足と洪水の両
リスクが拡大する可能性がある。

IPCC AR6（2021）、
JICA Climate-FIT

将来予測は水資源配
分や維持管理費の見
通しに影響するた
め、Output 2の制度
設計と連動。

高 その他 Desk

脆弱性 行政の体制・資
源（農業省等）

ウガンダ農業省（MAAIF）はNAP（国家適応
計画）において、地方政府による農業支援体
制の強化を戦略に掲げている。パリッシュレ
ベルまでの分権化が進んでおり、農業普及
員（Extension Officers）の配置も制度的には
存在しているが、人的・技術的リソースは地
域により偏在しており、十分な気候対応支援
が行き届いていない地域もある。水利組織
についてはJICAプロジェクトにより制度整備
が進められている。

NAP草案（2021）、
JICA協力準備調査
報告書

事業対象地域では
Extension Officerの
能力・関与度合いを
現地で確認する必要
あり。水利組織は制
度は整っているが運
用面は不明。

高 栽培 Field

脆弱性 自然環境（森林
劣化など）

プロジェクト地域は主に農耕地と湿地から構
成されており、自然林は少ない。周辺にはラ
ムサール条約登録湿地（Opeta–Bisina湿地）
があり、生態系保全に留意が必要。

協力準備調査報告
書（2-2-3節、図2-2-
3-8ほか）

生態系保全は環境配
慮・環境影響管理活
動と連動。農家行動
のガイドライン整備も
視野に。

中 その他 Desk

脆弱性 法制度・政策・
ガイドライン

ウガンダは環境法（NEMA Act）や国家気候
変動政策（2015）を制定しており、環境社会
配慮の法制度が整備されている。灌漑は農
業開発政策の柱として明記されている。

協力準備調査報告
書、NDC、Uganda
Climate Change
Policy (2015)

法制度の整合性は
Outputsの制度面・運
用設計に影響。規約
策定支援や地方制度
との調整が必要。

中 その他 Desk

リスク 総合的な気候リ
スクの評価

その他

影響 過去の被害記
録・影響情報

その他

工程分類:水田インフラ（耕起、圃場整備）・栽培（種子選定、播種・移植、除草、施肥、病害虫管理）収穫後処理（農家による適期収穫、籾乾燥）・IWUA組織運営など、プロジェクト
の工程にどんなリスクや外部条件が関わるか、の視点
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